
「
成
唯
識
論
』

の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

竹

村

牧

男

は
じ
め
に

て
い
る
。

「
成
唯
識
論
』
に
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
多
く
の
論
師
の
説
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
イ
ン
ド
思
想
界
の
動
向
を
知
る
上
に
な
か
な
か
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
く
れ

(
l
)
 

そ
の
紹
介
の
仕
方
は
、
「
有
一
議
・
:
:
・
」
(
「
有
る
義
は
:
:
:
」
)
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
説
の
実
際
の
主
唱
者
も
、
諸
注
釈
に
よ
っ
て
お
お
む

ね
知
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
ら
の
中
、

つつ
正
義
」
と
さ
れ
る
の
は
、
護
法
の
説
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
成
唯
識
論
」
の
正
義
の
説
、
あ
る
い
は
護
法
の
説
と
さ
れ
る
も
の
が
、
イ
ン
ド
に
実
在
し
た
ダ
ル
マ
パ

l
ラ
の
説
と
常
に
精
確
に
同
一
か
ど
う
か
は
問
題

(
2
)
 

で
、
こ
の
こ
と
は
多
く
の
検
討
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
再
様
に
、
安
慧
の
説
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
じ
問
題
が
あ
る
。
安
慧
は
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
に
他
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、

(~足。及、モヘ
M
3
s
s
b
b
b
h
G
E
b
)

や
『
唯
識
三
十
頒
釈
』
(
斗
一
江
司
法
匙
む
な
さ

GQ)
の
サ
ン
ス
ク

(
3
)
 

リ
ッ
ト
本
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
釈
』

(ω
め
門
誌
宮
遺
言

S
G之
江
主
食
道
)
等
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
を
か
な
り
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

(
4
)
 

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
安
慧
と
の
間
に
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
に
は
幸
い
、
『
弁
中
辺
論
疏
』

こ
の
と
キ
ベ

果
し
て
、
「
成
唯
識
論
』
は
、
正
し
く
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
説
を
安
慧
の
説
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ

も
『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
説
と
い
う
も
の
が
、
実
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
架
空
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
関
心
の
下
に
、
「
成
唯
識
論
』
が
伝
え
る
安
慧
の
説
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
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『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

四
八

一
、
安
慧
に
つ
い
て

『
成
唯
識
論
述
記
』
(
以
下
『
述
記
』
)
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
世
殺
の
『
唯
識
三
十
頒
』
に
注
釈
を
書
い
た
も
の
に
、
十
論
師
が
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
護
法
・

(
5
)
 

徳
慧
・
安
慧
・
親
勝
・
難
陀
・
浄
月
・
火
弁
・
勝
友
・
勝
子
・
智
月
の
十
人
で
あ
る
。

こ
の
中
、
親
勝
と
火
弁
は
、
世
殺
と
同
時
で
あ
る
と
い
う
。
安
慧
と
浄
月
は
、
護
法
と
同
時
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
、
徳
慧
は
安
慧
の
師
で
あ
る

D

勝
友
・
勝
子
・
智

(
6
)
 

月
は
、
護
法
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
。
難
陀
に
つ
い
て
は
、
時
代
の
指
標
と
な
る
べ
き
も
の
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
玄
奨
が
ナ
i
ラ
ン
ダ
!
到
着
後
に
、
二
年
ほ
ど

つ
い
て
学
ん
だ
と
い
う
勝
軍
の
、
師
匠
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
7
)
 

安
慧
(
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
)
が
護
法
と
同
時
代
で
あ
る
こ
と
は
、
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
も
説
か
れ
て
い
る
。
特
に
、
梶
山
雄
一
は
、
清
弁
と
護
法
と
安
慧
の
年
代
論

(
8
)
 

フ
ラ
ウ
ヴ
ァ
ル
ナ
i
の
提
示
し
た
五
一

0
1五
七

O
年
の
説
を
「
最
も
確
実
性
の
あ
る
も
の
」
と
確
認
し
て
い
る
。

を
関
連
す
る
種
々
の
文
献
の
比
較
研
究
か
ら
論
じ
、

『
述
記
』
の
、
安
慧
に
関
す
る
紹
介
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

林
凡
に
悉
恥
羅
末
底
と
云
う
。
唐
に
安
慧
と
云
う
。
即
ち
、
雑
集
を
探
し
、
倶
舎
論
を
救
ひ
、
正
理
師
を
破
す
。
護
法
論
師
同
時
の
先
徳
な
り
。
南
印
度
の
境
、
羅
羅

(
9
)
 

国
の
人
な
り
。
妙
に
因
明
を
解
し
、
善
く
内
論
を
窮
め
、
徽
猷
を
小
運
に
一
扇
ぎ
、
蘭
慧
を
大
乗
に
飛
ば
す
。
神
彩
至
高
な
る
こ
と
、
固
と
に
提
議
し
難
し
。

ょ
の
つ

ね

(

ゆ

)

先
徳
を
紹
介
す
る
際
の
尋
常
と
は
い
え
、
相
当
に
賞
め
讃
え
た
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
成
唯
識
論
』
の
中
で
は
、
し
ば
し
ば
論
破
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
、
安
慧
の
識
説

(
一
分
説
)

ま
ず
、

安
挫
一
応
が
唯
識
の
識
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、

一
覧
し
て
お
こ
う
。

『
唯
識
三
十
頒
』
は
、
有
為
の
十
八
界
を
八
識
で
表
現
す
る
際
、
識
転
変
(
〈
と

3
5
3
ュコ
U
5
ω
)
と
い
う
新
し
い
概
念
を
導
入
し
た
の
で
あ
っ
た

D

『
成
唯
識
論
』
は
、

」
の
識
転
変
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
大
き
く
二
つ
の
見
方
が
あ
る
と
い
う
。

の

変
と
い
う
は
、
謂
く
、
識
体
い
い
転
じ
て
二
分
に
似
る
ぞ
。
相
と
見
と
倶
に
自
証
に
依
っ
て
起
る
が
故
に
。

斯
の
二
分
に
依
っ
て
我
・
法
を
施
設
す
。

彼
の
二
つ
い

い
此
れ
に
離
れ
て
所
依
無
き
が
故
に
。



或
は
復
た
、

(
日
)

内
識
い
い
転
じ
て
外
墳
に
似
る
。

こ
こ
に
、
転
変
の
二
つ
の
解
釈
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
、

一
つ
の
識
体
が
転
じ
て
相
分
・
見
分
が
現
じ
、
都
合
、
三
分
が
あ
る
と
す
る
説
で
あ
り
、
後
者
は
、

識
が
転
じ
て
墳
と
し
て
現
じ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
相
分
・
見
分
二
分
が
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。

(
は
)

こ
の
二
つ
の
転
変
に
対
す
る
見
方
が
あ
る
中
、
安
慧
は
護
法
と
と
も
に
前
者
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
。
た
だ
、
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
護
法
は
相
・
見
二
分
も
依

(
日
)

他
起
性
と
見
る
の
に
対
し
、
安
挫
一
一
応
は
相
・
見
二
分
を
遍
計
所
執
性
と
見
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
安
慧
は
一
分
説
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
と
識
の
立
分
と

い
う
こ
と
に
限
っ
て
い
え
ば
、
安
慧
も
三
分
説
な
の
で
あ
る
。

こ
の
、
識
を
二
分
で
見
る
か
、
三
分
で
見
る
か
の
相
違
は
、
『
唯
識
三
十
頒
』
第
十
七
頒
の
解
釈
に
も
現
わ
れ
て
く
る
。
『
成
唯
識
論
』
は
、

そ
の
第
十
七
頒
を
、

是
諸
識
転
変

分
別
所
分
別

由
此
彼
皆
無
、

(
は
)

と
訳
す
。
そ
し
て
、
こ
の
語
句
に
対
す
る
見
方
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

故
一
切
唯
識

の

論
に
臼
く
、
是
諸
識
と
は
、
謂
く
前
に
説
く
所
の
三
能
変
の
識
と
及
び
彼
の
心
所
と
ぞ
。
皆
な
能
く
変
じ
て
見
・
棺
二
分
に
似
れ
り
。
転
変
と
い
う
名
を
立
つ
。

所
変
の
見
分
を
説
い
て
分
別
と
名
づ
く
。
能
く
相
を
取
る
が
放
に
。
所
変
の
棺
分
を
所
分
別
と
名
、づ
く
。
見
に
取
ら
る
る
が
故
に
。

此
の
正
理
に
由
っ
て
、
彼
の
実
の
我
・
法
は
、
識
が
所
変
に
離
れ
て
は
皆
な
定
め
て
有
る
に
非
ず
。
能

・
所
取
に
離
れ
て
は
、
別
の
物
無
き
が
故
に
。
実
物
の

こ
の

相
に
離
れ
た
る
こ
と
有
る
に
非
ざ
る
が
故
に
。

是
の
故
に
一
切
の
有
為
・
無
為
は
、
若
し
実
に
も
あ
れ
若
し
仮
に
も
あ
れ
、
皆
な
識
に
離
れ
ず
。
唯
と
い
う
言
は
識
に
離
れ
た
る
実
物
を
遮
せ
ん
が
為
な
り
。
識
に

離
れ
ざ
り
ぬ
心
所
法
の
等
き
に
は
非
ず
。

或
は
、
転
変
と
は
、
謂
く
諸
の
内
識
の
転
じ
て
我
・
法
の
外
境
の
相
に
似
て
現
ず
る
ぞ
。

此
の
能
転
変
を
即
ち
分
別
と
名
づ
く
。
虚
妄
分
別
を
も
っ
て
自
性
と
為
す
が
故
に
。
謂
く
、
即
ち
三
界
の
心
と
及
び
心
所
と
ぞ
。
此
の
所
執
の
境
を
所
分
別
と
名
づ

く
。
却
ち
妄
執
す
る
所
の
実
の
我
・
法
の
性
ぞ
。

此
の
分
別
い
い
外
境
に
似
れ
る
仮
の
我
・
法
の
相
を
変
ず
る
に
由
っ
て
、
彼
の
所
分
別
の
実
の
我
・
法
の
性
は
決
定
し
て
皆
な
無
し
。
前
に
教
・
理
を
引
い
て
己
に

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

四
九



『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

五
r、、
にノ

広
く
破
し
て
し
が
故
に
ο

日
疋
の
故
に
一
切
は
皆
な
唯
だ
識
有
る
の
み
。
虚
妄
分
別
は
有
り
と
い
う
こ
と
、
極
成
せ
る
が
故
に
c

唯
と
い
う
は
既
に
識
に
離
れ
ざ
り
ぬ
法
を
ば
遮
せ
ず
。
故
に
真

(
日
同
一
)

空
の
等
き
も
亦
た
是
れ
性
有
り
。

識
転
変
の
解
釈
の
相
違
が
、
頒
中
の
語
が
何
を
意
味
す
る
か
の
解
釈
の
相
違
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
考
え
方
と
し
て
、
識
の
地
平
で
は
な
く
、
実
の

我
・
法
は
無
い
と
す
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
実
の
我
・
法
が
、
相
・
見
二
分
に
基
づ
い
て
執
さ
れ
る
と
す
る
の
か
、
相
分
(
此
ハ
刀
別
変
似
外
境
仮
我
法
相
)
の

み
に
基
づ
い
て
執
さ
れ
る
と
す
る
の
か
が
巽
る
わ
け
で
あ
る
。

(
同
)

こ
の
第
十
七
領
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
安
慧
は
、
や
は
り
護
法
と
と
も
に
前
者
の
立
場
に
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
三
性
説
と
の
関
係
は
別
と
し
て
、
識
を
三
分
で
見

て
い
く
点
で
は
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
相
・
見
二
分
を
依
他
の
有
と
見
る
か
無
と
見
る
か
が
異
る
の
で
、
転
変
の
理
解
に
も
相
応
の
相
違
は
出
て
く
る
。

『
述
紀
』
は
、
こ
の
第
十
七
頒
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

H
T
A

妥
当
方
牛

J

F

二

一

占

、

予
選
一
予
角
l
L
-
(
ご
i
く

何
を
か
転
変
と
名
、
づ
く
る
。
謂
く
是
の
三
識
の
自
体
は
皆
な
転
変
し
て
見
相
二
分
に
似
た
り
。
識
の
自
体
分
を
名
づ
け
て
転
変
と
為
す
。
転
変

と
い
う
は
変

F

現
の
義
な
り

Q

即
ち
識
の
自
体
の
現
じ
て
こ
の
相
に
似
た
り
。
実
に
は
二
相
に
非
ず
。
其
の
実
の
二
の
相
は
即
ち
所
執
な
る
が
故
に
。

即
ち
遍
計
所
執
は

依
他
の
有
に
似
た
り
、
理
実
に
無
な
り
。
或
は
転
変
と
い
う
の
は
、
是
れ
変
異
の
義
な
り

G

謂
く
一
の
識
体
変
異
し
て
見
相
二
分
の
用
と
為
っ
て
起
る
を
も
っ
て
な
り
。

護
法
菩
薩
は
解
し
て
云
く
、

又
た
転
変
と
云
ふ
は
、
是
れ
改
転
の
義
な
り
。
謂
く

一
の
識
体
改
転
し
て
こ
の
相
と
為
っ
て
起
き
て
自
体
に
異
る
を
も
っ
て
な
り
。
即

ち
見
は
能
取
の
用
有
り
。
相
は
一
質
一
棋
の
用
有
る
が
等
き
な
り
。
識
の
自
体
の
転
じ
て
能
取
及
び
有
擬
を
起
こ
す
に
由
る
が
故
に
。
或
は
変
と
い
う
は
是
れ
現
の
義
な
り
。

(
打
)

初
巻
に
解
す
る
が
如
し
。
今
は
自
体
を
能
転
変
と
取
る
也
。

護
法
の
場
合
、
自
体
分
は
能
転
変
と
し
、

相
・
見
二
分
を
有
な
る
依
他
起
性
と
す
る
の
に
対
し
、
安
慧
の
場
合
は
、

自
体
分
を
転
変
と
し
、
ま
た
、
自
体
分
の
中
か
ら

何
ら
か
二
分
の
契
機
が
見
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
二
分
と
し
て
た
て
ら
れ
た
も
の
は
も
は
や
遍
計
所
執
性
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
領
中
の
分
別
は
見
分
、
所
分
別
は
相
分
と
見
る
点
で
護
法
と
一
致
す
る
が
、
安
慧
の
場
合
は
、
「
所
変
の
見
分
・
泊
分
は
皆
な
計
所
執
な
り
。

(
日
)

相
に
似
た
り
。
相
は
見
が
一
助
取
に
似
る
。
実
に
は
二
分
無
し
と
い
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

見
は
能
取

ケ
つ
し
て
吋
述
記
』
に
よ
れ
ば
、

安
慧
は
こ
の
第
十
七
頒
を
、

安
惑
の
云
く
、
彼
の
実
の
我
・
法
は
、
識
所
変
の
二
分
に
離
れ
て
皆
な
無
し
。

計
一
的
執
の
二
取
を
離
れ
て
は
無
き
が
故
な
り
。

即
ち
総
無
に
依
り
別
畑
一
を
立
つ
る
な



(
同
)

り
。
識
が
所
変
と
い
う
の
は
、
倶
に
計
所
執
な
り
。
実
物
の
二
の
相
に
離
れ
て
有
る
こ
と
有
る
も
の
に
は
非
る
故
に
、
皆
な
唯
識
の
み
な
り
。

と
解
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
安
慧
は
、
識
に
三
分
を
一
応
数
え
る
も
、
自
体
分
の
一
分
の
み
依
他
起
性
と
し
、
相
・
克
二
分
は
遍
計
所
執
性
の
無
な
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
実

我
・
実
法
の
仮
設
は
、
こ
の
無
な
る
遍
計
所
執
性
の
二
分

(
総
無
)
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
る
(
別
無
)
と
い
う
の
で
あ
る
。

安
慧
が
こ
う
し
た
識
の
見
方
を
し
て
い
た
、
と
の
了
解
は
、
玄
英
i
慈
恩
大
師
に
は
一
貫
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
例
証
を
さ
ら
に
若
干
、
挙
げ
れ
ば
、
ま
ず
『
述

記
』
に
次
の
説
が
あ
る
。

又
た
四
句
分
別
せ
‘
は
、

見
有
っ
て
相
無
し
と
い
う
。
謂
く
正
量
部
師
な
り
。
相
分
を
作
さ
ず
し
て
而
も
境
を
縁
ず
る
な
り
。

相
有
っ
て
見
無
し
と
い
う
。
謂
く
清
弁
師
な
り
。

相
・
見
倶
に
有
り
と
い
う
。
余
部
及
び
大
乗
等
な
り
。

(
加
)

相
・
克
倶
に
無
し
と
い
う
。
即
ち
安
慧
等
な
り
。

あ
る
い
は
ま
た
、
『
述
記
』
に
、
「
或
は
実
を
も
っ
て
は
一
分
と
説
く
、
安
慧
の
如
し
。
或
は
二
分
と
は
親
勝
等
な
り
。
或
は
三
分
と
は
陳
那
等
な
り
。
或
は
四
分
と
は

(
幻
)

護
法
等
な
り
」
と
も
あ
る
。
古
来
、
「
安
・
難
・
陳
・
護
、

一
・
二
・
三
・
四
」
と
言
い
慣
わ
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
『
述
記
』
は
、

二
分
説
に
親
勝
等
と
あ
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
実
我
・
実
法
の
仮
設
が
、
遍
計
所
執
性
を
拠
り
所
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
『
述
記
』
は
、

二
種
の
我
・
法
は
皆
な
是
れ
別
無
な
り
。
総
無
の
見
相
二
分
に
依
っ
て
施
設
し
仮
説
す
。
性
、
有
に
非
る
が
故
に
、
自
証
は
離
言
に
し
て

(
泣
)

我
・
法
に
は
非
る
が
故
に
。
唯
だ
仏
の
証
し
た
も
う
所
な
り
。

若
し
安
慧
の
解
な
ら
ば
、

(
お
)

と
明
か
し
て
い
る
し
、
『
成
唯
識
論
極
要
』
(
以
下
、
『
極
要
』
)
も
、
「
仏
を
除
い
て
己
外
の
諸
の
異
生
等
は
、
計
所
執
の
総
無
の
上
に
於
て
別
に
執
し
て
我
・
法
と
為
す
」

と
説
明
し
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
に
対
し
て
、
二
、
三
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
転
変
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
そ
の
『
唯
識
三
十
頒
釈
』
に
、
「
変
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『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

五

(
お
)

化

(
S
E
S
U守
と
で
あ
る
」
と
し
、
「
図
の
利
那
が
滅
す
る
と
同
時
に
、
因
の
剃
那
と
は
異
質
の
果
の
自
体
の
獲
得
が
あ
る
こ
と
」
と
説
明
し
て
い
る
。
転
変
(
識
転
変

の
転
変
)
を
、
識
自
身
に
お
け
る
同
一
利
那
時
の
変
化
(
識
体
転
じ
て
二
分
に
似
る
)
と
は
見
ず
、
異
剃
那
に
お
け
る
前
後
の
変
化
と
見
て
い
る
。
『
成
唯
識
論
』
は
、
ス

テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
〈
H
安
慧
?
)
の
そ
う
し
た
解
釈
に
何
ら
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
種
々
の
我
・
法
の
仮
設
が
識
転
変
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

そ
の
中
、
我
等
の
分
別
の
雷
同
習
習
気
が
成
長
す
る
が
故
に
、
ま
た
色
等
の
分
別
の
雷
同
習
習
気
が
成
長
す
る
が
故
に
、
阿
頼
耶
識
か
ら
、
我
等
の
顕
現
と
し
て
の
分
別

仮
設
、

と
、
ま
た
色
等
の
顕
現
(
と
し
て
の
分
別
)
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
我
等
の
顕
現
及
び
色
等
の
顕
現
を
、

(
お
)

ま
た
色
等
の
法
の
仮
設
が
、
無
始
時
よ
り
、
外
の
我
・
法
な
し
に
起
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
分
別
か
ら
外
の
も
の
の
よ
う
に
執
し
て
、
我
等
の

二
分
の
変
現
等
は
い
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
我
等
の
顕
現
・
色
等
の
顕
現
が
直
ち
に
一
遍
計
所
執
性
か
ど
う

(
お
)

か
問
題
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヴ
ィ
ニ
!
タ
!
デ
i
ヴ
ァ
は
、
こ
こ
で
、
「
そ
れ
は
識
の
所
取
分
に
お
い
て
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
考

こ
こ
に
、
我
等
の
顕
現
・
色
等
の
顕
現
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、

え
方
を
、
そ
れ
は
十
分
、
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
は
、
仮
設
は
識
の
細
分
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
す
る
難
陀
の
考
え
方
に
む
し
ろ
近
い
も
の
と
考

(
幻
)

え
ら
れ
よ
う
。

と
つ
し
た
点
を
考
え
て
も
、

一
体
、
『
成
唯
識
論
』
の
安
慧
の
説
は
、
実
際
に
『
唯
識
三
十
頒
』
に
註
釈
を
残
し
た
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
説
そ
の
も
の
か
ど
う
か
、
大
い

に
疑
問
が
あ
る
。

ま
た
、
安
慧
の
識
理
解
は
、

ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
安
慧
は
一
分
説
と
い
わ
れ
る
が
、
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

そ
こ
に
何
ら
か
三
分
が
変
現
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
説
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
三
分
説
の
起
源
は
、

陳
那
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。
『
成
唯
識
論
』
自
身
、

次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

然
も
心
と
心
所
と
は
、

二
い
い
生
ず
る
時
に
、

理
を
以
っ
て
推
徴
す
る
に
、

各
々
三
の
分
有
り
。
所
量
と
能
量
と
量
果
と
別
な
る
が
故
に
。
相
と
見
と
は
必
ず
所

依
の
体
有
る
が
故
な
り
。
集
量
論
の
伽
他
の
中
に
説
く
が
如
し
。

境
に
似
た
る
相
は
所
量
な
り
。
能
く
相
を
取
る
と
自
証
と
は
、

即
ち
能
量
と
及
び
果
と
な
り
。
此
の
三
は
体
、

(
お
)

別
な
る
こ
と
無
し
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ご
一
分
説
を
白
覚
的
に
理
論
化
し
た
の
は
、

確
か
に
陳
那
が
初
め
て
で
あ
っ
た
ろ
う
。
安
慧
は
、
護
法
と
同
時
代
の
人
と
い
う
か
ら
、
練
那
の
説
を
当
然
、

ふ
ま
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
三
分
に
言
及
し
っ
て
自
体
分
(
自
証
分
)

の
一
分
の
み
依
他
起
性
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
『
述
記
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

語
く
、
安
慧
等
の
古
大
乗
師
は
、
多
く
唯
だ
識
の
自
註
分
の
み
有
っ
て
相
見
分
は
無
し
と
説
く
。
護
法
出
で
巴
っ
て
、
見
相
有
り
と
説
く
は
集
量
論
等
に
依
っ
て
方

(
却
)

に
之
を
顕
発
す
。

あ
る
い
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

安
慧
己
前
の
諸
の
古
徳
等
は
、
皆
な
二
分
は
是
れ
計
所
執
と
説
く
。
護
法
己
後
、
方
に
三
、

(
却
)

四
の
依
他
分
を
計
す
る
な
り
。

£
る
い
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(
出
)

:
:
:
其
の
二
取
は
遍
計
所
執
と
名
づ
く
。
:
:
:
即
ち
安
慧
等
の
多
師
、
並
び
に
比
の
義
を
説
く
。

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
護
法
巳
前
の
多
く
の
論
師
は
、
安
慧
と
同
じ
考
え
で
あ
っ
た
と
い
う
。

で
は
、

そ
れ
は
、
三
分
説
を
初
め
て
唱
え
た
と
考
え
ら
れ
る
陳
那
を
さ
ら

に
遡
つ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
陳
那
以
後
、
護
法
以
前
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
難
陀
は
、
識
の
二
分
説
を
と
り
、
相
分
に
あ
た
る
も
の
が
仮
設
の
所
依
で
、

そ
れ
は
依
他
起
性
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
難
陀
は
安
慧
よ
り
ど
れ
ほ

ど
も
遡
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
世
親
と
同
時
代
と
い
う
親
勝
も
二
分
説
な
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
三
性
説
も
難
陀
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
安
慧
以
前
の

諸
の
士
口
徳
が
、

一
様
に
安
慧
と
同
様
の
考
え
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
無
理
が
あ
る
。
大
体
こ
の
と
き
は
、
陳
那
以
前
で
も
識
の
三
分
に
よ
る
理
解
が
あ
っ

た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

仮
に
陳
那
以
後
の
論
師
が
安
慧
と
同
様
の
見
方
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
護
法
は
陳
那
に
依
っ
て
三
分
(
四
分
)
を
依
他
起
性
と
し
た
よ
う
に
、
三

分
の
す
べ
て
は
識
そ
の
も
の
で
あ
り
、
依
他
起
性
だ
と
す
る
の
が
陳
那
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。

大
体
、
三
分
説
に
お
い
て
、
相
・
見
二
分
は
遍
計
所
執
性
、
自
証
分
は
依
他
起
性
と
す
る
と
き
、
そ
の
遍
計
所
執
性
を
執
す
る
能
遍
計
は
各
識
の
白
-
証
分
に
求
め
ら
れ

(
泣
)

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
一
二
分
説
を
唱
え
始
め
た
陳
那
は
、
自
証
分
の
認
識
を
現
量
と
し
て
お
り
、
い
わ
ば
概
念
的
了
解
を
離
れ
た
、
自
相
の
み
を
直
覚
す
る
も
の

と
し
て
無
分
別
な
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
三
分
説
か
ら
、
相
・
克
二
分
が
自
証
分
に
よ
っ
て
執
さ
れ
る
と
い
う
理
論
は
、
成
立
し
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
自

(
お
)

証
分
は
、
見
分
が
相
分
を
認
識
し
た
そ
の
内
容
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
相
分
を
直
ち
に
対
象
と
し
て
認
識
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
安
慧
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
安
慧
を
め
ぐ
る
唯
識
思
想
史
上
の
位
置
づ
け
は
、
ど
う
も
に
わ
か
に
は
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「
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

五
回

信
じ
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
説
は
、
少
く
と
も
識
説
及
び
三
性
説
に
関
し
て
は
、
注
意
が
必
要
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

三
、
安
慧
の
三
性
説

次
に
、
安
慧
の
三
性
説
そ
の
も
の
を
、
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

吋
唯
識
三
十
領
』
が
一
遍
計
所
執
性
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
第
二
十
煩
を
、
『
成
唯
識
論
』
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

(
加
)

彼
彼
の
一
過
計
に
由
っ
て
、
種
種
の
物
を
遍
計
す
。
此
の
一
遍
計
所
執
の
、
自
性
は
所
有
無
し
。

こ
の
頃
の
解
釈
に
は
、

二
説
あ
る
と
い
う
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

論
に
臼
く
、
周
一
揖
し
て
計
度
す
、
故
に
一
極
計
と
名
づ
く
。
品
類
衆
多
な
り
、
説
い
て
彼
彼
と
為
す

D

謂
く
、
能
一
週
計
の
虚
妄
分
別
ぞ
。
即
ち
彼
彼
の
虚
妄
分
別
に
白
っ

て
、
種
々
の
所
遍
計
の
物
を
遍
計
す
。
謂
く
、
妄
っ
て
執
す
る
所
の
斑
・
処
・
界
等
の
、
若
し
は
法
若
し
は
我
の
自
性
と
差
別
と
ぞ
。
此
の
妄
執
す
る
所
の
自
性
と
差

別
と
を
総
じ
て
遍
計
所
執
自
性
と
名
づ
く
。
是
の
如
く
自
性
は
都
べ
て
所
有
無
し
。
理
と
教
と
を
も
っ
て
推
徴
す
る
に
得
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
。

或
は
、
初
の
句
は
能
遍
計
の
識
を
顕
す
。
第
二
の
句
は
、
所
一
品
計
の
境
を
示
す
。
後
の
半
は
万
に
遍
計
所
執
の
若
し
は
我
、
若
し
は
法
の
自
性
、
有
に
非
ず
と
い
う

の

(

お

)

こ
と
を
申
ぶ
。
己
に
広
く
彼
が
不
可
得
な
る
こ
と
を
顕
し
て
し
が
故
に
。

(
部
)

『
述
記
』
は
、
前
者
を
「
此
は
即
ち
是
れ
前
の
難
陀
等
の
解
な
り
」
と
い
っ
て
お
り
、
後
者
の
説
は
正
義
の
護
法
の
説
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
大
き
な
違
い
は
、
第
二
句

の
「
遍
計
種
種
物
」
の
種
種
物
(
吉
弘
吉
弘

gω
け
に
)
を
、
依
他
起
性
の
所
一
極
計
と
見
る
(
後
者
)
か
、
一
議
計
所
執
牲
と
見
る
(
前
者
)
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
遍

計
所
執
性
と
見
る
難
陀
等
の
場
合
で
も
、
各
識
の
相
分
を
直
ち
に
遍
計
所
執
性
と
い
う
の
で
は
な
い
。
能
遍
計
は
第
六
・
第
七
識
に
限
っ
て
い
る
わ
け
だ
し
、
識
の
相
分

は
我
・
法
の
仮
設
の
所
依
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、

ま
ず
は
「
種
種
物
」

の
解
釈
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

特
に
こ
こ
に
安
慧
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
能
遍
計
の
自
性
と
、
一
極
計
所
執
の
其
の
相
と
で
あ
る
。
所
遍
計
の
自
性
は
、
「
成
唯
識
論
』

で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
安
慧
の
立
場
に
は
も
と
も

と
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
能
遍
計
と
一
越
計
所
執
に
関
す
る
安
慧
の
説
は
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

有
義
は
、

八
識
と
及
び
諸
の
心
所
と
の
有
漏
に
摂
め
ら
る
る
者
、

皆
な
能
一
極
計
な
り
。

虚
妄
分
別
を
も
っ
て
自
性
と
為
る
と
い
う
が
故
に
。
皆
な
所
取
と
能
取
と
に



(
訂
)

似
て
現
ず
と
い
う
故
に
。
阿
頼
耶
は
、
遍
計
所
執
自
性
の
妄
執
種
を
以
っ
て
所
縁
と
為
す
と
説
け
る
が
故
に
、
と
い
う
。

有
義
は
、

三
界
の
心
及
び
心
所
い
い
無
始
よ
り
来
た
虚
妄
に
薫
習
せ
し
に
由
っ
て
、
各
々
体
一
な
り
と
雌
も
二
に
似
て
生
ぜ
り
。
謂
く
見

・
相
分
ぞ
。
即
ち
能
・
所

取
な
り
。
是
の
如
き
二
分
は
、
情
に
は
有
っ
て
理
に
は
無
し
。
此
の
相
を
説
い
て
一
過
計
所
執
と
為
せ
り
。
二
が
所
依
の
体
は
、
実
に
縁
に
託
し
て
生
ず
。
此
の
性
の
無

に
非
ざ
る
を
依
他
起
と
名
づ
く
。
虚
妄
分
別
の
縁
に
生
ぜ
ら
る
る
が
故
に
。
云
何
ん
ぞ
然
な
り
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
諸
の
聖
教
に
、
虚
妄
分
別
は
是
れ
依
他
起
な
り
、

(お〉

二
取
を
ば
名
づ
け
て
遍
計
所
執
と
為
す
と
説
け
り
と
い
う
を
も
っ
て
な
り
。

こ
う
し
て
、
安
慧
の
三
性
説
は
、
識
の
栂
・
見
二
分
は
一
温
計
所
執
性
で
、
自
体
分
H
H

自
証
分
が
依
他
起
性
で
あ
り
、
し
か
も
八
識
の
す
べ
て
は
能
遍
計
で
あ
る
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

八
識
が
能
遍
計
で
あ
る
理
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
虚
妄
分
別
と
呼
ば
れ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
述
記
』
は
、
「
若
し
有
漏
心
、
無
漏

の
如
く
執
を
起
さ
ざ
る
者
の
有
ら
ば
、
即
ち
虚
妄
分
別
と
言
う
べ
か
ら
ず
。
若
し
執
せ
ざ
る
心
を
妄
分
別
と
名
、つ
け
ば
、
即
ち
無
、
漏
心
も
応
さ
に
虚
妄
分
別
の
心
と
名
づ

(
泊
)

く
べ
し
。
既
に
此
の
理
を
も
っ
て
明
ら
け
し
、
有
漏
の
心
は
皆
な
能
遍
計
な
り
」
と
見
る
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
八
識
と
我
・
法
二
執
の
関
係
は
、
同
じ
く
『
述
記
』
に
、
「
執
は
即
ち
三
性
に
通
ず
。
有
漏
の
心
は
執
に
非
る
者
は
無
し
。
五
・
八
識
に
は
唯
だ
法
執
の
み
有

(
刊
)

り
。
七
に
は
唯
だ
人
の
み
有
り
。
六
は
二
種
に
通
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
有
漏
の
八
識
の
す
べ
て
が
常
に
能
遍
計
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
善
・
悪
・

無
記
三
性
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
執
著
が
伴
わ
れ
て
い
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
『
述
記
』
は
こ
の
安
慧
の
考
え
方
の
根
拠
が
、
世
親
の
『
縁
起
論
』

に
あ
る
こ
と
を
別
の
箇
所
に
指
摘
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

安
慧
解
し
て
云
く
、
変
謂
識
休
転
似
二
分
と
い
う
は
、
二
分
は
体
い
い
無
な
り
。
遍
計
所
執
な
り
。
仏
を
除
い
て
以
外
の
菩
薩
己
還
の
諸
識
の
自
体
は
、
即
ち
自
証

分
な
り
。
実
を
証
せ
ざ
る
に
由
っ
て
、
法
執
有
る
が
故
に
、
二
分
に
似
て
起
る
、
即
ち
計
所
執
な
り
。
依
他
の
有
に
似
れ
ど
も
、
二
分
は
体
い
い
無
な
り
。
自
証
分
の

如
く
、
相
貌
は
亦
た
有
な
り

D

無
い
い
有
に
似
る
を
以
つ
て
な
り
。
郎
ち
三
性
心
に
皆
な
法
執
有
り
。
八
識
の
自
体
は
皆
な
二
分
に
似
れ
り
。
手
巾
に
依
っ
て
兎
を
変

似
す
る
に
、
幻
に
二
耳
を
生
ず
れ
ど
も
二
耳
は
体
い
い
無
な
り
。
手
巾
に
依
っ
て
起
こ
る
が
如
し
。
彼
れ
世
親
所
造
の
縁
起
論
の
中
の
末
後
の
決
択
に
、
無
明
支
、
三

(
引
)

性
に
通
ず
と
許
す
と
説
け
る
を
引
く
。
故
に
如
来
を
除
い
て
は
、
皆
な
二
分
有
り
、
是
れ
計
所
執
な
り
。
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『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

五
六

こ
こ
を
読
む
と
、
自
証
分
が
無
明
に
よ
っ
て
常
に
実
を
知
ら
ず
、
二
分
の
相
貌
を
起
こ
す
。
そ
の
体
は
無
な
の
で
こ
の
二
分
を
遍
計
所
執
性
と
見
る
、
と
の
意
旨
の
よ

う
で
あ
る
。
安
慧
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
二
分
が
現
わ
れ
る
こ
と
自
体
、
法
執
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
有
漏
の
一
切
心
(
善
・
悪
・
無
記
)
が
法
執
を
も
つ
こ
と
は
、
阿
頼
耶
識
が
遍
計
所
執
妄
執
習
気
を
縁
ず
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
と
い
う
。
こ
の
意

味
は
、
阿
頼
耶
識
は
一
切
心
の
習
気
を
有
す
る
。

一
方
、
そ
の
習
気
は
、
遍
計
所
執
妄
執
習
気
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
切
心
は
遍
計
所
執
を
執
す
る
の

で
あ
り
、
故
に
法
執
を
も
つ
は
ず
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
度
ま
と
め
る
と
、
安
慧
の
三
性
説
は
、
八
識
の
す
べ
て
が
能
遍
計
で
あ
り
、
法
執
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
体
分
に
相
・
見
二
分
が
変
現
す
る
が
、

こ
の
二
分
は
体
有
る
も
の
で
は
な
い
。
お
よ
そ
二
分
が
現
わ
れ
る
の
は
、
必
ず
法
執
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
自
体
分
は
依
他
起
性
で
あ
る
が
、
相
・
見
二
分
は
一
遍

計
所
執
性
で
あ
る
。
我

・
法
の
仮
設
は
、
こ
の
遍
計
所
執
性
の
二
分
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
る
、
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
能
分
別
は
依
他
起
性
、
所
分
別
は
遍
計
所
執
性
、
言
い
換
え
れ
ば
、
識
の
見
分
は
依
他
起
性
、
相
分
は
一
遍
計
所
執
性
と
す
る
よ
う
な
三
性
説
と
も
異
る
(
ち

(
位
)

な
み
に
『
成
唯
識
論
』
に
は
そ
の
よ
う
な
三
性
説
は
一
向
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
)
。
し
か
も
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
護
法
以
前
の
論
師
の
多
く
は
、

ほ
ぼ
一
様
に
こ
の
説
を
奉
じ
て
い
た
と
慈
恩
大
師
等
は
伝
え
る
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、

そ
う
し
た
三
性
説
は
、
弥
勅
・
無
著
・
世
殺
の
唯
識
説
に
、
十
分
根
拠
を
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
否
定

的
に
解
す
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
無
著
は
、
十
一
識
日
十
八
界

(
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
八
識
の
相
分
・
見
分
と
な
ろ
う
)
は
、
依
他
起
性
と
し
つ
つ
そ
れ
を
所
遍
計

(

特

)

〈

付

)

と
し
て
い
た
。
遍
計
所
執
性
は
特
に
言
語
と
の
関
わ
り
に
中
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
理
路
は
、
「
聡
伽
師
地
論
』
ば
か
り
か
、
「
弁
中
辺
論
』

(
必
)

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
お
い
て
も
、
同
様
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
安
慧
の
三
性
説
が
、
初
期
唯
識
論
書
の
三
性
説
か
ら
無
理
な
く
導
か
れ
る
も
の
な
の
か
、
私
に
は
大

い
に
疑
問
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
っ
て
護
法
の
安
慧
の
三
性
説
に
対
す
る
批
判
を
節
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

四
、
護
法
に
よ
る
安
慧
の
三
性
説
へ
の
批
判
に
つ
い
て

上
述
の
安
慧
の
三
性
説
に
対
し
、
護
法
は
、
能
遍
計
は
第
六
・
第
七
識

(
の
中
で
も
特
に
我
執
・
法
執
の
心
)
に
限
定
し
、

識
の
相
分
・
見
分
等
は
い
ず
れ
も
依
他
起

性
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
難
陀
等
は
、

二
分
説
の
立
場
か
ら
見
て
い
く
の
で
若
干
異
る
も
、

や
は
り
、
能
一
通
計
は
第
六
・
第
七
識
に
限
る
の
で
あ
り
、
大
枠
か
ら
い
え



は
護
法
に
近
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
護
法
の
立
場
か
ら
、
安
慧
の
三
性
説
は
多
く
の
批
判
を

v

つ
け
て
い
る
。

(
刊
)

ま
ず
、
能
適
計
は
八
識
の
す
べ
て
と
す
る
説
に
関
し
て
で
あ
る
。
第
一
に
、
「
唯
だ
意
識
の
み
を
能
遍
計
と
説
く
が
故
に
」
と
あ
る

D

い
う
ま
で
も
な
く
、
『
摂
大
乗
論
』

の
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
安
慧
は
、
遍
計
は
意
識
で
あ
っ
て
も
、
他
識
は
計
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
し
、
意
識
の
語
は
、
意
と
識
と
意
識
を
含
ん
で

(
灯
)

い
る
の
だ
と
会
通
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
『
摂
大
乗
論
』
の
い
う
能
一
遍
計
リ
意
識
の
説
は
、
一
温
計
所
執
性
の
産
出
過
程
が
名
を
縁
ず
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
も
考
え
て
も
、

第
六
意
識
を
特
定
し
た
説
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
安
慧
の
主
張
は
、
『
摂
大
乗
論
』
に
対
し
て
は
、

や
は
り
無
理
な
の
で
は
な
い
か
。
護
法
と
し
て
は
、
「
意
と
及
、
び
意
識

と
を
意
識
と
名
づ
け
た
る
が
故
に
」
と
し
て
、
末
那
識
も
そ
こ
に
読
み
こ
も
う
と
す
る
。
そ
れ
に
も
若
干
の
無
理
は
あ
ろ
う
が
、
安
醤
一
誌
の
主
張
ほ
ど
の
無
理
は
な
い
。

第
二
に
、
「
計
度
分
別
す
る
い
い
能
逓
計
な
る
が
故
に
」
と
あ
る
。
『
倶
舎
論
』
に
、
意
識
の
み
計
度
分
別
と
槌
念
分
別
を
も
有
し
、
分
別
で
あ
る
が
、
他
の
五
識
は
、

(

崎

)

(

拍

)

自
性
分
別
の
み
で
無
分
別
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
唯
識
で
も
そ
う
し
た
法
相
分
析
は
う
け
つ
い
で
い
る
。
遍
計
所
執
性
の
内
容
を
ど
う
規
定
す
る
か
解

釈
は
様
々
に
あ
り
え
よ
う
が
、
も
し
そ
れ
が
実
体
と
し
て
執
さ
れ
た
も
の
を
意
味
す
る
な
ら
(
安
慧
の
場
合
も
と
も
か
く
執
の
対
象
で
あ
る
て
あ
る
い
は
何
ら
か
概
念
的

構
成
を
不
可
欠
と
す
る
な
ら
、
前
五
識
の
地
平
等
に
は
や
は
り
遍
計
所
執
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
安
慧
は
、
計
す
る
棺
の
細
な
る
も
の
は
前
五
識
や

第
八
識
(
阿
頼
耶
識
)
に
も
あ
っ
て
、
実
は
一
切
の
識
が
能
遍
計
な
の
だ
と
す
る
。

微
細
で
あ
れ
、
計
度
す
る
働
き
が
あ
る
と
す
る
と
、
相
応
す
る
心
所
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
護
法
は
、
第
三
に
、
「
我

・
法
と
執
す
る
は
必
ず
是
れ
慧
な
る
が
故
に
」

と
い
う
。
護
法
に
い
わ
せ
れ
ば
、
前
五
識
と
第
八
識
に
は
、
法
執
と
か
か
わ
る
よ
う
な
慧
の
心
所
は
相
応
し
な
い
の
で
あ
る
。
我
・
法
の
執
は
薩
伽
耶
見
に
よ
る
の
で
あ

り
、
こ
の
正
体
は
慧
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
り
え
な
い
な
ら
、
遍
計
所
執
性
を
執
す
る
能
遍
計
に
は
な
り
え
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
成
唯
識
論
』
は
、
別
境
の
心
所
と
八
識
と
の
相
応
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
が
、

そ
の
中
、
慧
の
心
所
と
前
五
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

有
義
は
、
五
識
に
は
此
の
五
、
皆
な
無
L
o
--::
推
度
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
を
も
っ
て
、
簡
択
す
る
こ
と
無
き
が
故
に
、
と
い
う
。

有
義
は
、
五
識
に
も
此
の
五
有
る
容
し
。
:
:
:
所
縁
の
於
に
推
度
す
る
こ
と
能
わ
ず
と
難
も
、
而
も
微
劣
に
簡
択
す
る
義
有
る
が
故
に
。
此
に
由
っ
て
聖
教
に
眼
・

と
が
(
印
)

耳
通
は
是
れ
眼
・
耳
識
と
相
応
す
る
智
性
ぞ
と
説
け
り
。
余
の
三
も
此
に
准
ら
え
て
慧
有
り
と
い
う
に
失
無
し
。
:
:
・

(
日
)

『
述
記
』
を
参
照
す
れ
ば
、
前
者
は
『
対
法
論
』
に
拠
る
説
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
前
者
は
安
慧
の
説
、
後
者
は
護
法
の
説
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
か

え
っ
て
安
慧
は
、
前
五
識
と
慧
の
相
応
を
完
全
に
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
護
法
の
場
合
も
極
め
て
特
殊
な
場
合
の
み
に
微
劣
な
も
の
を
許
す
説
で
あ
る
。
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『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
一ニ
性
説
に
つ
い
て

五
八

ち
な
み
に
、
煩
悩
と
八
識
の
相
応
関
係
に
つ

い
て
は
、

此
の
十
の
煩
悩
(
悪
見
を
五
つ
に
開
い
て
十
煩
悩
と
す
る
。
こ
の
中
に
薩
伽
耶
見
が
あ
る
)
は
、
何
れ
の
識
と
か
相
応
す
る
。
蔵
識
に
は
全
に
無
し
。
末
那
に
は
四

有
り
。
意
識
に
は
十
な
が
ら
を
具
す
。
五
識
に
は
唯
三
の
み
あ
り
。
謂
く
、
貧
と
頓
と
療
と
ぞ
。
分
別
無
き
が
故
に
。
称
量
す
る
が
等
き
に
由
っ
て
慢
等
を
ば
起
こ
す

(
臼
)

が
故
に
。

と
あ
る
の
み
で
、

異
説
は
併
記
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
前
五
識
に
は
、
疑
・
慢
・
悪
見
は
相
応
し
な
い
の
で
あ
る

D

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と、

安
慧
の
場
合
も
、

前
五
識
等
は
、
執
著
の
主
体
と
し
て
の
能
遍
計
に
は
な
り
え
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
「
述
記
』
に
よ
れ
ば
、
実
は
安
慧
は
、
「若
し
計
度
す
る
慧
は
、
粗
な
る
は
五
・
八
に
無
し
と
い
う
も
、
縮
な
る
者
は
亦
た
有
る
」
と
す
る
の
だ
と
い
う
。
安
慧

の
場
合
、
有
漏
で
あ
れ
ば
三
性
の
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
能
遍
計
な
の
だ
か
ら
、

そ
の
細
な
る
慧
は
常
に
前
五
識
、
第
八
識
に
相
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ

こ
で
護
法
の
立
場
か
ら
は
、
「
若
し
爾
ら
ば
何
が
故
に
慧
の
数
(
心
所
)

は
是
れ
遍
行
に
非
る
」
と
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
、

「
二
執
は
、必
ず
無
明
と
倶
な
る
故
に
。
無
明
に
善
性
有
り
と
説
か
ざ
る
が
故
に
。

療
と
無
療
と
の
等
き
は
、

相
応
せ
ざ
る
が
故
に
」
と
い
う

G

吋件以唯
識
論
』
は
、

煩
悩
の
心
所
同
士
の
相
応
関
係
に

つ
い
て
、

(
臼
)

に
由
る
が
故
に
」
と
い
っ
て
お
り
、

特
に
無
明
に
関
し
て
は
、

「
療
は
九
種
と
皆
な
定
め
て
相
応
す
。
諸
の
煩
悩
の
生
ず
る
こ
と
は
必
ず
療

こ
れ
に
も
異
説
の
あ
っ
た
こ
と
は
伝
え
て
い
な
い
。

で
は
、
無
明

・
煩
悩
と
相
応
し
つ
つ
善
の
心
所
と
も
相
応
し
う
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
か
つ
て
見
た
よ
う
に
、
{
女
慧
は
世
親
の
『
縁
起
論
』
を
い
う
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
護
法
の
立
場
か
ら
は
、
善
心
に
も
無
明
あ
り
と
は
、
「
聡
伽
等
の
論
に
皆
な
説

か
ざ
る
故
に
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

安
慧
は
、
普
と
い
う
の
は
、

本
来

切
の
有
漏
の
心
は
不
善
で
あ
る
と
こ
ろ
、
不
善
の
行
相
の
軽
い
と
き
に
善
と
い
う
ま
で
と
す
る
か
も
し
れ
な
い

D

こ
れ
に
対
し

て、

怖
と
無
断
と
は
倶
起
し
え
な
い
よ
う
に
、
無
僚
と
凝
と
は
相
違
す
る
法
で
倶
起
し
え
な
い
。
善
の
無
療
の
心
所
が
起
き
て
い
る
と
き
は
無
明
は
あ
り
え
ず
し
た
が
っ

て
煩
悩
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
安
慧
が
、

無
J

躍
は
療
の
無
い
こ
と
で
は
な
く
、
「
療
の
相
の
軽
微
な
る
」
を
い
う
の
だ
と
す
る
と
、
第
五
に
、
「
執
有
っ

て
空
智
を
導
く
と
い
う
こ
と
を
ば

見
ざ
る
が
故
に
。
有
と
執
す
る
と
無
と
達
す
る
と
、

倶
起
せ
ざ
る
が
故
に一

と
い
う
。
『
述
記
』
に
、
「
若
し
有
漏
心
に
は
必
ず
法
執
有
り
と
い
わ
ば
、

即
ち
加
行
智
は
既

に
法
執
有
る
べ
し
。

云
何
ん
ぞ
能
く
空
の
智
を
導
き
て
現
前
せ
ん
」
等
と
あ
る
。



第
六
に
、
「
曲
目
て
執
有
る
が
能
窯
に
非
る
は
無
き
が
故
に
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
第
八
識
も
執
あ
る
と
す
る
と
、
「
法
執
の
心
は
必
ず
勢
力
有
る
」
を
も
っ
て
能
薫
と
な
っ

て
し
ま
う
が
、

そ
れ
は
、
汝
自
身
が
「
第
八
は
亦
た
能
黒
に
非
ず
、
是
れ
異
熟
心
に
し
て
勢
用
無
き
が
故
に
」
と
考
え
て
い
る
の
と
矛
盾
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
で

(
日
)

そ
れ
は
阿
頼
耶
識
以
外
に
あ
り
え
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
と
も

に
『
摂
大
乗
論
』
に
、
黒
習
を
う
け
う
る
も
の
は
、
無
記
等
の
条
件
が
あ
っ
て
、

矛
盾
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

議
論
は
さ
ら
に
続
く
。
安
慧
は
、
虚
妄
分
別
と
名
づ
け
る
以
上
、
そ
こ
に
執
が
あ
る
は
ず
だ
し
、

(
日
)

こ
れ
ら
に
対
し
、
護
法
の
立
場
で
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

二
分
が
現
わ
れ
る
の
は
執
に
よ
っ
て
こ
そ
だ
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

有
漏
の
心
等
は
、
実
を
託
せ
ざ
る
が
故
に
、

一
切
皆
な
虚
妄
分
別
と
名
づ
く
口

所
取
・
能
取
の
桐
に
似
て
現
ず
と
雌
も
、
而
も
一
切
能
遍
計
に
摂
む
る
も
の
に
は
非
ず
。

勿
、
無
漏
心
に
も
亦
た
執
有
り
ぬ
る
が
故
に
。
如
来
の
後
得
に
も
執
有
り
ぬ
べ
き
が
故
に
。
経
に
仏
智
に
は
身
と
土
と
の
等
き
種
々
の
影
像
を
現
ず
る
こ
と
鏡
等
の

如
し
と
説
け
る
が
放
に
。
若
し
縁
の
用
無
く
ん
ば
、
智
等
に
非
る
べ
し
。

虚
妄
分
別
と
い
っ
て
も
そ
の
す
べ
て
が
執
心
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
相
・
克
二
分
が
現
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
そ
れ
が
遍
計
所
執
性
と
し
て
執
せ
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
後
得
智
な
ど
が
成
立
し
な
い
、
と
い
う
。
智
の
問
題
は
、
ま
た
節
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
が
、
虚
妄
分
別
の
語
や
相
・
見
二
分
の
変
現

に
お
い
て
必
ず
執
や
遍
計
所
執
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
確
か
に
短
絡
的
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
『
摂
大
乗
論
』
は
虚
妄
分
別
所
摂
の
十
一
識
(
日
十
八
界
)

を
、
依
他
起
性
と
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
阿
頼
耶
は
、
遍
計
寸
前
執
自
性
の
妄
執
の
種
を
所
縁
と
為
す
と
説
け
る
故
に
」
と
の
主
張
に
対
し
て
は
、
「
唯
だ
」
そ
の
種
子
の
み
を
縁
ず
と
い
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
「
誠
一
社
」
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

以
上
が
能
遍
計
を
八
識
に
見
る
安
慧
説
へ
の
護
法
に
よ
る
批
判
の
内
容
で
あ
る
が
、
特
に
心
所
と
の
関
係
に
お
い
て
、
安
慧
説
は
多
く
の
無
理
が
あ
る
と
私
に
は
思
わ

れ
る
。
遜
計
所
執
性
が
単
に
分
別
さ
れ
た
も
の
、

ひ
い
て
は
単
に
識
に
よ
っ
て
変
現
さ
れ
た
も
の
と
い
う
以
上
に
、
我
執
・
法
執
に
よ
っ
て
執
さ
れ
た
も
の
を
意
味
す
る

と
き
、
逆
に
能
遍
計
の
側
は
、
心
所
論
と
の
関
連
も
ふ
ま
え
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
第
八
識
に
も
法
執
が
有
る
と
す
る
説
は
、
唯
識
教
学
の
中
で
は
、
許
さ
れ
え
な
い
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

五
九



「
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

六
O

(
出
)

次
に
、
相
・
見
二
分
を
遍
計
所
執
性
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
裏
返
せ
ば
、
相
・
見
二
分
は
依
他
起
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
「
諸
の
聖
教
に
、
吐
息
思
と
唯
二
と
種
々
と
を
説
い
て
、
皆
な
依
他
起
と
名
づ
け
た
る
が
故
に
。
又
た
相
等
の
四
の
法
と
十
一
識
と
の
等
き
を
ば
、
論
に
皆

な
説
い
て
依
他
起
に
摂
む
と
為
せ
る
が
故
に
」
と
教
証
を
あ
げ
て
い
る
。
『
摂
大
乗
論
』
、
『
議
伽
部
地
論
』
に
拠
っ
て
い
る
が
、
五
法
の
中
の
相
等
を
依
他
起
性
と
す
る
の

は
、
『
弁
中
辺
論
』
で
も
一
同
様
な
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
4

理
論
的
に
も
次
の
困
難
が
あ
る
と
い
う
。
第
二
に
、
「
溺
ら
ず
ん
ば
、
無
漏
の
後
得
智
品
の
二
分
を
も
、
一
極
計
所
執
と
名
づ
く
べ
し
。
許
さ
ば
、
聖
の
智
は
彼
を

縁
じ
て
生
ぜ
ざ
る
べ
し
。
彼
を
縁
ず
る
智
口
問
も
道
諮
に
非
ざ
る
べ
し
。
許
さ
ず
ん
ば
、
応
さ
に
知
る
べ
し
。
有
漏
も
亦
た
爾
な
る
べ
し
」
と
い
う
口
護
法
の
立
場
で
は
、

無
漏
後
得
智
は
相
・
見
二
分
を
有
す
る
。
そ
こ
で
、
遍
計
所
執
性
は
あ
り
え
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
、
相
・
見
二
分
が
い
わ
れ
れ
ば
必
ず
遍
計
所
執
性
だ
と
す
る
立
場
に

立
つ
と
、
そ
う
し
た
後
得
智
は
成
立
の
し
ょ
う
も
な
い
。

一
方
、
遍
計
所
執
性
で
は
な
い
二
分
が
認
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
有
漏
心
に
も
そ
う
い
う
こ
分
が
あ
っ
て
よ
い
で

は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
「
又
た
若
し
二
分
は
是
れ
遍
計
一
的
執
ぞ
と
い
わ
ば
、
兎
角
等
の
如
く
所
縁
縁
に
も
非
ざ
る
べ
し
。
一
遍
計
所
執
は
体
、
有
に
非
る
が
故
に
」
と
い
う
。
お
よ
そ
縁

の
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
は
、
存
在
論
的
に
無
な
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
遍
計
所
執
性
は
、
無
な
る
も
の
で
あ
る
。
二
分
を
遍
計
所
執
性
と

し
て
し
ま
う
と
、
峰
か
に
識
は
実
用
あ
る
所
縁
縁
を
持
た
な
い
も
の
と
な
り
、
結
局
、
認
識
は
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

第
四
に
、
「
又
た
二
分
は
種
を
も
東
成
せ
ざ
る
べ
し
。
後
の
識
等
の
生
ぜ
ん
と
き
に
は
、
二
分
無
か
る
べ
し
」
と
い
う
。
二
分
が
存
在
論
的
に
無
で
あ
る
な
ら
、
種
子
を

薫
習
す
る
因
縁
に
も
な
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
五
に
、
「
又
た
諸
の
習
気
を
ば
是
れ
相
分
に
摂
む
。
量
に
有
に
非
る
法
い
い
能
く
因
縁
と
作
さ
ん
や
」
と
い
う
。
種
子
は
阿
頼
耶
識
の
栂
分
に
摂
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ

が
無
法
で
あ
る
な
ら
、
現
行
を
生
じ
る
因
縁
に
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
。

第
六
に
、
「
宕
し
縁
所
生
の
内
の
相
・
見
分
は
、
依
他
起
に
非
ず
と
い
わ
ば
、
二
が
所
依
の
体
も
例
す
る
に
亦
た
応
さ
に
然
る
べ
し
。
異
な
る
図
無
き
が
故
に
」
と
い
う
。

元
来
、
識
の
立
分
は
、
色
が
見
え
た
り
音
が
聞
こ
え
た
り
し
て
い
る
事
実
に
対
し
て
、

そ
こ
に
内
在
さ
れ
て
い
る
契
機
を
仮
に
分
析
し
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
分
離
し
う
る

も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
一
つ
の
識
の
中
で
の
事
で
あ
る
。

そ
こ
で
相
分
・
見
分
は
遍
計
所
執
性
だ
が
自
体
分
は
依
他
起
性
で
あ
る
、
と
一
同
じ
識
内
の
一
帯
を
区
別
す
る
こ



と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
相
・
見
二
分
が
一
温
計
所
執
性
な
ら
、
自
体
分
も
遍
計
所
執
の
は
ず
だ
と
い
う
。
『
述
記
』
は
、
「
異
の
所
以
と
し
て
彼
此
の
別
つ
可
き

こ
と
無
き
を
も
っ
て
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
こ
と
は
、
相
分
を
遍
計
所
執
性
、
見
分
を
依
他
起
性
と
す
る
説
に
対
し
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
相
・
見
二
分
を
遍
計
所
執
性
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
に
対
し
て
、
安
慧
の
立
場
か
ら
ど
う
反
論
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
記
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
う
し
て
、
護
法
の
立
場
と
し
て
は
、
「
斯
の
理
趣
に
由
っ
て
衆
縁
に
生
ぜ
ら
れ
た
る
心
・
心
所
の
体
と
及
、
び
棺
・
見
分
と
は
、
有
漏
に
も
あ
れ
無
漏
に
も
あ
れ
、
皆

な
依
他
起
な
り
」
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
で
、
相
・
見
二
分
を
遍
計
所
執
性
と
す
る
と
き
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
安
慧
の
場
合
、
我
・
法
の
仮
設
は
あ
く
ま
で
も
相

・

見
二
分
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
た
。
決
し
て
そ
れ
は
、
自
証
分
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
総
無
の
上
に
別
無
が
仮
設
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
c

し
か
し
、
三
性
説
の
お
そ
ら
く
源
流
に
位
置
す
る
『
菩
陵
地
』
「
真
実
義
品
」
で
は
、
悪
取
空
批
判
に
お
い
て
、
仮
設
の
所
依
と
な
る
べ
き
事
(
〈

g
E
)
の
有
を
強
調

(
訂
)

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
思
想
が
、
五
法
(
五
事
)
に
お
け
る
栢
H
依
他
起
性
説
に
も
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
し
、
『
顕
揚
聖
教
諭
』
で
は
、
「
仮
有
所
依
因
、
若
異
壊
二
種
、

(
臼
)

雑
染
可
得
故
、
当
知
依
他
有
」
と
、
仮
設
に
は
必
ず
所
依
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
依
他
起
性
の
有
の
主
張
に
つ
な
が
る
こ
と
を
説
く
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
唯
識
思
想
の
基
本
的
な
立
場
に
照
ら
す
と
き
、
仮
設
の
所
依
(
自
証
分
で
は
あ
り
え
な
い
)
を
無
と
見
る
の
は
、
極
め
て
変
則
的
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)

日
常

一一一一口
語
に
お
け
る
仮
設
と
聖
教
に
お
け
る
仮
設
と
が
あ
る
。
安
慧
に
お
い
て
は
、
そ
の
聖
教
に
お
け
る
仮
設
も
、
一
過
計
所
執
性
に
基
づ
い
て
の

な
お
、
仮
設
に
は
、

こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
『
了
義
灯
』
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

む
よ
ぴ

仏
を
除
て
己
外
は
、
計
所
執
の
総
無
の
上
に
於
て
別
に
執
し
て
我
及
以
実
法
と
為
す
。
世
尊
は
此
の
虚
妄
の
執
を
除
か
ん
が
故
に
、
総
無
の
上
に
仮
に
施
設
し
て
聖

教
の
我
法
と
為
す
。
故
に
経
の
頒
に
云
く
、
「
患
の
分
別
す
る
所
の
如
し
」
と
い
う
頒
は
、
余
の
妄
執
を
証
す
。
「
愚
夫
所
執
の
実
我
法
を
対
遺
せ
ん
が
為
・
一
と
い
う
頒

(ω) 

は
、
仏
の
説
意
を
証
す
。

地
上
の
菩
躍
の
説
法
も
、
総
無
上
の
我
・
法
の
仮
設
で
あ
る

D

仏
も
ま
た
、
総
無
の
上
に
仮
設
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
妄
執
を
離
れ
し
め
ん
が
た
め
な
の
だ
と
い
う。

こ
の
と
き
、
た
と
え
ば
五
璃
・
十
二
処

・
十
八
界
や
五
位
百
法
の
よ
う
な
分
析
の
実
質
内
容
も
、
所
詮
一週
計
所
執
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
、
た
だ
ひ
た
す

ら
無
差
別
の
世
界
が
志
向
さ
れ
る
の
み
と
な
ろ
う
。
果
し
て
こ
の
こ
と
が
、
無
住
処
浬
柴
な
ど
を
説
く
大
乗
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
、
私
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
得
智
の
世
界
を
ど
う
見
る
か
に
も
関
係
し
よ
う
。
智
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
節
を
改
め
て
見
て
い
き
た
い
が
、
仮
設
さ
れ
た
も
の
と
仮
設
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『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

ームー

/¥ 

の
所
依
を
と
も
に
一
掃
計
所
執
性
の
無
な
る
も
の
と
見
る
の
は
、
本
来
の
唯
識
説
に
お
い
て
は
や
や
無
理
が
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
主
と
し
て
、
一
過
計
所
執
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
護
法
の
立
場
か
ら
の
安
慧
へ
の
批
判
を
見
た
。
我
々
は
三
性
説
も
、
唯
識
教
学
の
中
の
心
王
・
心
所
の
問
遇
、

種
子
と
現
行
の
問
題
、
等
々
か
ら
詳
し
く
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
慧
の
三
性
説
の
論
拠
は
、
虚
妄
分
別
と
い
う
言
葉
と
、
所
取
・
能
取
を
取
る
と
い
っ
た
表

現
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
程
度
の
語
句
か
ら
直
ち
に
一
義
的
な
三
性
説
を
導
き
出
す
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
『
瑞
伽
師
地
論
』
『
摂
大
乗
論
』
等
も
十
分
考

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
を
綜
合
的
に
見
た
と
き
、
護
法
説
の
方
が
や
は
り
合
理
的
で
あ
り
、
安
慧
説
は
種
々
の
論
理
的
破
綻
を
き
た
す
こ
と
を
免
れ
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

目
、
安
慧
の
智
の
理
解
に
つ
い
て

(
引
)

唯
識
に
無
相
唯
識
・
有
相
唯
識
が
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
区
別
の
基
準
の
一
つ
は
、
智
に
相
分
等
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
智
に
は
、

根
本
無
分
別
智
と
後
得
智
と
が
あ
り
、
各
々
の
場
合
が
問
題
と
な
る
。
無
相
唯
識
、
有
相
唯
識
を
い
う
場
合
の
智
は
、
お
そ
ら
く
根
本
無
分
別
智
に
関
し
て
で
あ
ろ
う
が
、

後
得
智
に
関
し
て
も
議
論
が
あ
っ
た
。
『
成
唯
識
論
』
は
、
そ
の
二
つ
の
智
に
つ
い
て
、
各
々
、
相
・
見
な
し
、
見
の
み
あ
り
、
相
・
見
あ
り
の
三
種
の
立
場
が
あ
っ
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
中
、
安
慧
の
理
解
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、

そ
の
意
味
合
い
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、

無
分
別
智
に
つ
い
て
、
『
成
唯
識
論
』

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

有
義
は
、

此
の
智
に
は
二
分
倶
に
無
し
。
所
取
・
能
取
の
相
無
し
と
説
け
る
が
故
に
、

ム」い，っ。

有
義
は
、

此
の
智
に
は
柏
・
見
倶
に
有
り
。
彼
の
相
を
書
し
て
起
る
彼
を
縁
ず
と
名
ず
つ
く
る
が
故
に
。
若
し
彼
の
相
は
無
く
と
も
彼
を
縁
ず
と
名
づ
く
と
い
わ
ば
、

応
さ
に
色
智
の
等
き
を
声
等
の
智
と
名
づ
く
べ
し
。
若
し
見
分
無
く
ん
ば
、
能
縁
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
寧
ん
ぞ
-
説
い
て
真
如
を
縁
ず
る
智
と
為
す
可
け
ん
や
。
勿
、
真

如
の
牲
を
も
亦
た
能
縁
と
名
づ
け
な
む
。
故
に
此
れ
に
は
定
め
て
見
分
も
有
り
と
許
す
べ
し
。

有
義
は
、

此
の
智
に
は
見
は
有
っ
て
相
は
無
し
。
相
無
く
し
て
取
る
、

相
を
ば
取
ら
ず
と
説
け
る
が
故
に
。

見
分
は
有
り
と
雌
も
而
も
無
分
別
な
る
を
も
っ
て
能
取

に
非
ず
と
説
け
り
。
取
る
こ
と
全
無
に
は
非
ず
。
相
分
は
無
し
と
雌
も
而
も
此
れ
い
い
如
の
相
を
帯
し
て
起
る
と
説
く
可
し
。

如
に
離
れ
ざ
る
が
故
に
。
自
証
分
い
い



見
分
を
縁
ず
る
時
に
変
ぜ
ず
し
て
縁
ず
る
が
如
く
、
此
も
亦
た
爾
る
べ
し
。
変
じ
て
縁
ぜ
ば
、
便
ち
親
し
く
証
す
る
に
非
ず
な
ん
ぬ
。
後
得
智
の
如
く
、
応
さ
に
分
別

(
位
)

有
る
べ
し
。
故
に
此
に
は
見
の
み
有
っ
て
相
無
し
と
許
す
べ
し
。

護
法
の
正
義
は
、
最
後
の
見
分
の
み
が
あ
る
と
の
説
で
あ
る
。
見
分
の
み
あ
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
道
理
一
世
俗
の
立
場
で
の
教
学
上
の
規
定
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は

無
分
別
智
が
聞
か
れ
た
現
場
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
言
葉
も
離
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。

次
に
、
後
得
智
に
つ
い
て
、
『
成
唯
識
論
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

有
義
は
倶
に
無
し
。
二
取
を
離
れ
た
る
が
故
に
と
い
う
。

有
義
は
、

此
の
智
に
は
見
は
有
っ
て
相
は
無
し
。

此
の
智
品
に
は
分
別
有
り
と
説
け
る
が
故
に
。
聖
智
は
皆
な
能
く
親
し
く
境
を
昭
一
す
が
故
に
。
執
著
せ
ざ
る
が
故

に
、
二
取
を
離
れ
た
り
と
説
け
り
、
と
い
う
。

有
義
は
、
此
の
智
に
は
二
分
倶
に
有
り
。
此
は
似
の
真
如
の
柏
を
思
惟
し
て
、
真
実
の
真
如
の
性
を
は
見
ず
と
説
け
る
が
故
に
。
又
た
此
の
智
は
諸
法
の
白
・
共
相

の
等
を
分
別
し
、
諸
の
有
惜
の
根
性
の
差
別
を
観
じ
て
而
も
為
め
に
説
く
と
説
け
る
が
故
に
。
又
た
此
の
智
は
身
と
土
と
の
等
き
を
現
じ
て
諸
の
有
情
の
為
め
に
正
法

を
説
く
と
説
け
る
が
故
に
。
若
し
似
の
色
、
声
等
を
変
現
せ
ざ
れ
ば
、
寧
ん
ぞ
身
を
現
わ
し
法
を
説
く
が
等
き
事
有
ら
む
や
。
色
慈
の
依
を
転
ず
る
を
も
っ
て
色
を
現

ぜ
ず
と
い
わ
ば
、

四
組
の
依
を
転
ず
る
を
も
っ
て
受
等
も
無
か
る
べ
し
。
又
た
、
若
し
此
の
智
は
変
じ
て
境
に
似
ず
と
い
わ
ば
、
自
体
に
離
れ
た
る
法
は
、
所
縁
に
非

る
べ
し
。
色
等
を
縁
ぜ
ん
時
に
は
、
声
等
を
縁
ず
べ
し
。
又
た
無
法
の
等
き
を
縁
、
ぜ
ん
と
き
に
は
、
所
縁
縁
無
か
る
べ
し
。
彼
は
体
、
実
に
非
ざ
る
を
も
っ
て
縁
用
無

(
臼
)

き
が
故
に
。
斯
に
由
っ
て
後
智
に
は
二
分
倶
に
有
り
と
い
う
。

護
法
の
正
義
は
、
や
は
り
最
後
の
、
相
・
見
二
分
有
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
護
法
は
、
後
得
智
に
は
相

・
見
二
分
有
り
と
し
、
無
分
別
智
に
は
見
分
の
み
有
り
と
す
る
。
護
法
は
有
相
唯
識
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
無
分
別
智

に
お
い
て
、
相
分
有
り
と
は
い
わ
な
い

D

し
か
し
、
無
分
別
智
に
お
い
て
も
相
分
が
有
る
と
い
う
説
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
護
法
の
立
場
は
、

そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
有
相
唯
識
と
い
っ
て
も
、
こ
の
区
別
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
中
、
安
挫
一
一
芯
の
説
は
ど
れ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
宮
山
記
』
は
、
こ
の
智
に
関
す
る
箇
所
の
注
釈
に
お
い
て
、
特
に
安
慧
は
ど
の
説
で
あ
っ
た
の
か
を
指
摘

(
剖
)

し
て
い
な
い
。
し
か
し
「
了
義
灯
』
な
ど
に
よ
る
と
、
安
慧
は
無
分
別
智
も
後
得
智
も
二
分
無
し
と
す
る
見
方
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
挫
一
一
芯
の
一
ニ
性
説
に
つ
い
て

六
回

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

仏
は
能
く
証
知
し
て
虚
妄
を
離
る
る
が
故
に
。
自
証
分
を
以
っ
て
真
如
を
縁
ず
る
時
は
、
更
に
見
相
分
無
し
。
能
所
取
無
き
が
故
に
。
自
証
を
縁
ず
る
時
は
後
得
智

(
日
)

と
為
す
。
二
取
無
き
が
故
に
亦
た
見
相
無
し
。

こ
の
よ
う
に
、
安
慧
は
、
特
に
仏
の
場
合
、
無
分
別
智
・
後
得
智
と
も
に
相
・
見
二
分
は
無
い
と
の
説
で
あ
る
。
『
了
義
灯
』
は
、
別
の
箆
所
に
も
、
「
問
う
。
安
慧
の

(
侃
)

本
計
は
仏
に
見
相
無
し
と
い
う
。
何
の
智
か
真
を
縁
じ
、
何
の
智
か
俗
を
縁
ず
る
。
答
う
。
自
証
分
を
縁
ず
る
を
俗
と
名
づ
け
、
如
を
縁
ず
る
を
真
と
名
、
つ
く
」
と
あ
る
。

(
訂
)

と
こ
ろ
で
、
安
慧
の
場
合
、
仏
に
の
み
執
が
な
く
、
十
地
の
初
地
以
上
に
上
っ
た
者
に
も
執
は
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
地
上
の
菩
薩
の
無
漏
心
に

(
部
)

も
執
が
あ
る
と
い
う
の
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
『
了
義
灯
』
は
、
こ
れ
に
執
有
り
と
す
る
見
方
と
、
執
無
し
と
す
る
見
方
の
二
つ
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
『
唯

識
二
十
論
」
に
従
い
、
他
心
智
が
仏
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
と
い
う
記
述
か
ら
、
そ
こ
に
執
の
存
在
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
執
無
し
と
す
る
の
は
、
『
成
唯
識

(
伺
)

論
』
で
安
慧
の
能
通
計
を
い
う
の
に
、
「
八
識
及
諸
心
所
有
漏
摂
者
、
皆
能
一
遍
計
、
:
:
:
」
と
、
有
漏
と
限
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
無
漏
に
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
了
義
灯
』
は
、
別
処
に
、
「
問
う
。

因
位
の
無
漏
に
亦
た
執
有
り
と
許
す
。
何
ぞ
現
量
・
比
・
非
量
等
と
名
、
つ
く
る
。
又
た
親
し
く
如
を
縁
、
ず
る
を
得
る

や
。
答
う
c

他
心
を
縁
ず
る
に
知
る
こ
と
仏
智
の
如
く
に
あ
ら
ず
と
一
五
う
に
准
ぜ
ば
、

亦
た
親
し
く
如
を
縁
ぜ
ず
。

因
位
を
無
漏
と
名
づ
け
、
如
を
縁
、
ず
と
名
づ
く
、

空
等
を
縁
、
ず
と
名
づ
く
と
は
、
無
明
漸
微
な
る
に
拠
っ
て
、

如
を
縁
じ
空
を
縁
ず
る
と
為
す
べ
し
。
分
け
て
凡
聖
と
為
す
が
故
に
む
諸
の
自
証
は

(
叩
)

現
・
比
・
非
量
は
准
じ
て
思
ふ
て
知
る
可
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
無
漏
心
と
い
っ
て
も
実
際
は
無
明
が
残
っ
て
い
る
の

名
づ
け
て
無
漏
な
り
、

因
位
に
し
て
分
明
に
親
し
く
得
る
こ
と
能
わ
ず
。

で
あ
り
執
は
あ
る
と
の
立
場
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
安
慧
の
初
地
以
上
、

仏
よ
り
前
の
後
得
智
も
ま
た
、

相
・
見
二
分
は
あ
る
も
の
の
そ
れ

は
一
越
計
所
執
性
で
体
、

無
で
あ
る
と
い
う
説
に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、

仏
の
場
合
は
、
常
に
、
純
粋
に
相
分
・
見
分
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

仏
を
拠
り
所
と
し
て
、

仏
な
り
如
来
な
り
と
仮
設
す
る
こ

実
の
如
来
等
を
執
す
る
の
を
破
す
る
た
め
に
擁
設
さ
れ
た

(
引
)

力
な
ど
に
よ
っ
て
、
聞
く
者
の
識
上
に
説
法
が
現
前
す
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

と
も
で
き
な
い
。

そ
れ
ら
の
語
は
、

「
仮
号
」

に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、

仏
自
身
は
説
法
し
な
い
。
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』
山
一
，
】
、

，デ
J

・
ナ
/

本
願

と
も
あ
れ
、
安
慧
の
場
合
、

無
分
別
智
ば
か
り
か
、
後
得
智
も
ま
た
、

相
・
見
二
分
が
な
い
の
で
あ
っ
た
り

し
か
し
、

仏
自
身
は
全
く
説
く
こ
と
は
な
く
て
も
、

地
上

の
菩
薩
が
後
得
智
を
働
か
せ
て
説
法
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
ど
う
し
て
も
、

相
・
見
二
分
の
出
現
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
場
合
の
?麦



得
智
に
相
・
見
二
分
が
無
い
と
い
う
こ
と
は
、
仏
の
よ
う
に
全
く
な
い
と
い
う
の
と
は
違
っ
て
、

た
だ
そ
の
二
分
が
逓
計
所
執
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の

よ
う
に
、
自
証
分
日
依
他
起
性
、
相
・
児
二
分
リ
遍
計
所
執
性
と
い
う
あ
り
万
の
心
は
、
な
お
識
と
異
る
智
と
い
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
有
漏
と
無
漏
の

決
定
的
な
相
違
も
な
く
な
り
、
賢
と
帥
十
一
一
の
決
定
的
な
相
違
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
安
慧
数
学
の
問
題
点
が
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

む

す

び

以
上
、
「
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
説
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
三
性
説
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
。
安
慧
の
三
性
説
は
、
決
し
て
相
分
H
遍
計
所
執
性
、

見
分
H
依
他
起
性
と
い
っ
た
説
で
は
な
い
。

三
分
を
前
提
と
し
つ
つ
、

そ
の
中
で
、
相
分
・
見
分
は
遍
計
所
執
性
、
自
証
分
(
自
体
分
)
は
依
他
起
性
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
仏
の
み
を
除
く
後
得
智
の
世
界
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
総
無
と
し
て
の
通
計
所
執
性
で
あ
る
相
・
見
二
分
を
所
依
と
し
て
、
別
無
で

あ
る
我
・
法
が
仮
設
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
説
は
、
『
摂
大
乗
論
』
等
の
唯
識
論
書
に
説
か
れ
る
三
性
説
に
照
ら
し
た
と
き
、
種
々
難
点
の
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
あ
る
い
は
安
慧
は
特
に
『
弁
中
辺

論
』
や
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
拠
っ
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
三
性
説
も
、
決
し
て
『
琉
伽
腕
地
論
』
や
「
摂
大
乗
論
』
と
論
理
構
造
と
し

て
別
な
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
安
撃
は
、
護
法
と
同
時
代
な
の
で
あ
っ
て
、
『
摂
大
乗
論
』
を
無
視
で
き
た
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
{
女
慧
が
、
上
述
の
よ
う
な
説
を
ど
う

し
て
説
い
た
の
か
、
私
に
は
不
審
で
あ
る
。

し
か
も
上
述
の
よ
う
な
解
釈
は
、
と
も
あ
れ
『
唯
識
三
十
頒
』
に
対
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
『
唯
識
三
十
川
崎
釈
』
の
所
説
は
、

そ
れ
と
大
分
異
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
説
が
、
実
際
に
実
在
し
た
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
説
で
あ
る
保
証
は
、
、
必
ず
し
も
な
い
の
で
あ

0
 

7
G
 そ

し
て
、
護
法
と
同
時
代
と
い
う
安
慧
の
、

そ
の
以
前
の
論
仰
は
、
皆
な
一
様
に
安
慧
と
同
様
の
説
を
奉
じ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
上
来
述
べ
た
状
況
か
ラ
り
し
て
、
に

わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

我
々
と
し
て
は
、
こ
の
安
慧
の
説
が
、
格
別
初
期
唯
識
思
想
に
親
し
い
と
評
価
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

六
五



『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

___l_... 

/'¥ 
ー」一ー

/'¥ 

(
l
)
勝
文
俊
教
は
「
有
義
釈
」
に
対
す
る
『
述
記
』
の
解
釈
等
に
つ
い
て
、
『
成
唯
識
論
』
の
参
様
説
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
『
仏
教
に
お
け
る
心
識
説
の
研
究
』
、
山
喜
一
民
仏
書

林
、
一
九
六
一
年
、
一

一ニ
i
一
六
一良
。
な
お
、
勝
又
は
、
概
し
て
参
様
説
に
百
定
的
で
あ
る
。

(
2
)
た
と
え
ば
山
口
益
は
、
説
法
説
と
い
わ
れ
る
識
の
四
分
説
が
、
シ

i
ラ
パ
ド
ラ
(
戒
賢
)
造
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
『
仏
地
(
経
)
釈
』
に
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
玄
英
が
相
承
し

た
と
い
う
護
法
ー
戒
賓
の
説
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
と
し
て
い
る
。
『
仏
教
に
お
け
る
無
と
有
の
対
論
』
、
山
喜一
房
仏
書
林
、
一
九
六
四
年
(
初
版
一
九
四
一
年
)
、

三
四
九

i
一ニ
六
二
頁
参
照
。

ま
た
、
『
唯
識
二
十
論
』
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
も
、
玄
挺
慈
恩
系
護
法
説
の
特
異
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
野
沢
静
証
と
の
共
著
『
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
』
、
法
蔵
館
、
一
九
五
三
年
、
一
二

兎
i
一
二一一
'
民
。
他
に
、
持
ハ
合
意
昭
は
、
「
ダ
ル
マ
バ

l
ラ
の
著
作
は
、
玄
英
訳
『
大
乗
広
百
釈
論
』
、
義
浄
訳
『
成
唯
識
宝
生
論
』
、
義
浄
訳
『
観
所
縁
論
釈
』
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
ほ
か
は
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
も
な
く
チ
ベ
ッ
ト
へ
も
ま
っ
た
く
伝
訳
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
現
存
の
も
の
と
、
『
成
唯
識
論
』
に
お
い
て
ダ
ル
マ

l
バ
i
ラ
説
と
さ
れ

て
い
る
も
の
と
を
比
較
し
て
も
、
後
者
を
前
者
中
に
政
認
し
う
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
桑
山
正
進
・
袴
谷
憲
昭
『
人
物
中
国
の
仏
教
玄
奨
』
、
大
蔵
出
版
、
一
九

八
一
年
、

コ
二

四
i
一一
二
五
一員。

(
3
)
他
に
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
(
安
慧
)
の
著
作
に
、

尽
き
む
え
ぎ
E
s
h
N
K-
S
R
E
G
ミ
NG
ぎ
h
b
E
ミ
ミ
$
b
a
(
『倶八
位口
論
実
義
疏
』
)
(
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
)

『
大
乗
中
観
釈
論
』
(
漢
訳
の
み
)

、お司山内
2
k
b
h
N
3
A
b
お
も
さ
さ
3
3
a
ミ
S
h
u
b
(
『
大
乗
広
五
組
論
』
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
、
漢
訳
あ
り
)

九
円
守
主
凡
な
お

3
g
g
s
R
E
v
s
e
E
Kと
お
お
む
さ
h

H

(

『
大
乗
何
毘
達
磨
雑
集
論
』
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
、
無
著
の
論
と
勝
子
の
釈
を
会
本
と
し
た
(
合
繰
)
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
・
チ
ベ
ッ
ト

語
訳
、
漢
訳
あ
り
)

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
チ
ベ

y

ト
諸
訳
に
著
者
を
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
す
る
『
宝
積
経
論
』
が
あ
る
が
、
漢
訳
で
は
著
者
不
明
で
菩
提
流
支
訳
で
あ
る
。
こ
の
菩
提
流
支
の
訳
出
は
五

O
八

年
頃
で
、
護
法
と
同
時
代
の
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
著
作
と
は
な
り
え
な
い
。
平
川
彰
は
、

「
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
誤
り
と
見
た
い
」
と
し
て
い
る
。
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
下
・
春
秋
社
、
一
九
七
九

年
、
二
三

0
1-
一三

一
一'H。

へ4
)
た
と
え
ば
、
「
造
論
の
意
趣
」
に
お
い
て
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
『
唯
識
三
十
川
崎
釈
』
に
あ
る
も
の
と
、
『
成
唯
識
論
述
記
』
が
安
慧
の
説
と
す
る
と
こ
ろ
と
が
一
致
し
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、
長
尾
和
人
「
『
成
唯
識
論
』
に
於
け
る
造
論
意
趣
に
つ
い
て
」
(
一
九
三
八
年
論
文
)
『
中
観
と
唯
識
』
岩
波
書
居
、
一
九
七
八
年
所
収
、
三
九
七
頁
。
宇
井
伯
蕎
『
安
慧
説
法
唯
識
三

十
組
釈
論
』
岩
波
書
問
、
一
九
五
.
一
年
、
一
七
一
一
員
。
勝
又
前
掲
書
、
二
五

14
一
六
貞
。
等
に
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
勝
又
は
、
「
唯
識
述
記
の
指
示
す
る
安
慧
の
思
惣
と
安
慧
造
党
文
唯

識
三
十
頒
釈
と
の
比
較
研
究
」
を
行
い
(
一川知
一回
一
六

1
四
八
一貞
)
、
し
ば
し
ば
両
者
間
に
く
い
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
結
論
的
に
は
、
「
以
k
わ
れ
わ
れ
は
基
の
指
示
す
る

安
慧
の
学
説
を
、
一
々
党
文
安
慧
釈
と
比
較
研
究
し
て
、
基
が
安
慧
釈
に
基
づ
い
て
合
探
し
た
と
考
え
ら
れ
る
文
が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
無
く
、
:
:
:
」
と
し
て
い
る
(
同
四
八
頁
)
。

(
5
)
大
正
問
一
二
、

.さ
二
、
卜
、
『
会
木
成
唯
識
論
』
(
仏
教
体
系
木
、
以
下
、
会
本
)
第
一
、
一

一一
頁。

(
6
)
『
述
記
』
に
、
「
白
一ト
第
今
一
、
唯
新
黒
。
即
勝
軍
祖
師
、
難
陀
尊
者
義
」
と
あ
り
、
難
陀
は
勝
軍
の
祖
師
と
さ
れ
て
い
る
。
大
正
問
一
二
、
三

O
五
、
上
、
会
本
第
一
つ
三

O
員
。
同
じ
く

『
述
記
』
に
、
「
党
一
五
難
陀
、
法
ニ一一口
敏
謀
、
勝
一
市
相
宵
、
故
於
後
巻
、
新
黒
種
子
、
此
師
所
説
」
と
あ
る
(
大
在
四
三
、
二
三
て

下
、
会
木
第
一
、
一
二
一員
)
が
、
そ
れ
は
、
勝
軍
が
難
陀

を
組
習
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
を
宇
井
伯
需
は
、
「
難
陀
と
勝
軍
と
は
直
接
の
師
資
で
は
な
く
」
と
一一一一口
っ
て
い
る
。
宇
井
前
掲
書
、
一
六
八
頁
。
深
浦
正
文
は
難
柁
に
つ
い
て
、

「
安
慧
同
代
の
論
削
」
と
い
う
。
『
昨
識
学
研
究
』
上
巻
、
永
田
文
日
日
堂
、
一
九
五
四
年
、
一

O
七-貞。



(
7
)
平
川
彰
は
、
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
ド
に
、
安
挫
一
一
品
の
時
代
論
及
び
古
号
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
い
る
。
二
二
九

1
二
三
一
真
参
照
。
真
諦
と
安
慧
と
は
、
時
代
的
に
、
真
諦
が
安

慧
の
学
説
を
く
ん
だ
と
は
い
え
な
い
が
、
と
も
に
ヴ
ァ
ラ
ビ
!
に
関
係
す
る
の
で
、
伺
様
の
思
想
傾
向
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
真

部
の
時
に
は
去
が
あ
ろ
う
し
、
『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
と
真
諦
の
間
に
も
、
廷
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
梶
山
雄
一
「
清
弁
・
安
慧
・
護
法
」
『
密
教
文
化
』
第
六
四
・
六
五
号
、
一
九
六
三
年
。

(
9
)
大
正
四
三
、
二
一
三
、
下
、
会
木
第
二
一
一
一
長
。

(
叩
)
勝
又
俊
教
に
よ
れ
ば
、
『
成
唯
識
論
』
中
、
安
慧
説
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
.
一
三
倍
所
で
あ
り
、
内
容
上
整
理
す
る
と
、
一
回
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
一
四
問
題
は
、
以
下
の

と
お
り
。

①
造
論
趣
意
、
②
二
分
遍
計
・
自
体
分
依
他
の
一
分
説
、
③
八
識
有
執
、
八
識
能
一
過
計
、
④
種
子
仮
、
⑤
他
身
の
五
根
変
似
、
⑤
倶
有
依
に
つ
い
て
の
一
解
釈
、
⑦
関
導
依
に
つ
い
て
の

一
解
釈
、
③
第
七
識
の
所
縁
に
つ
い
て
の
一
解
釈
、
⑨
末
那
識
は
唯
煩
悩
障
と
倶
な
り
。
無
染
汚
意
を
認
め
ず
、
⑩
欲
等
五
郎
境
決
定
並
生
の
説
、
⑪
五
別
境
は
五
境
に
皆
無
と
な
す
説
、

⑫
前
五
識
に
軽
安
な
し
、
⑬
不
定
の
「
一
各
一
ご
の
解
釈
、
⑪
資
糧
・
加
行
・
克
道
の
三
位
に
憂
般
も
有
り
と
な
す
十
摂
説
。
(
前
掲
書
、
一
二

i
二
二
真
。
)

こ
の
他
、
本
論
第
四
章
に
見
る
よ
う
に
、
、
智
と
立
分
説
の
関
係
に
つ
い
て
、
『
了
義
灯
』
に
は
安
時
一
五
日
制
の
指
摘
が
あ
っ
た
り
す
る
。

(
日
)
新
導
木
『
成
唯
識
論
』
(
以
下
、
新
導
本
)
巻
一
、
二

1
一
一
一
頁
。
会
本
一
、
二
ニ
ム
ハ

i
一
五
一
真
。

(
児
)
『
述
-
記
』
は
、
前
者
に
茶
づ
き
護
法
と
と
も
に
安
慧
の
解
釈
を
示
し
(
大
正
四
一
二
、
ニ
四
一
、
中
、
会
本
第
一
、
二
ニ
八
一
貞
)
、
後
者
に
は
難
柁
、
親
勝
等
の
義
と
す
る
(
大
正
四
三
、
二

四
二
、
上
、
会
本
第
一
、
一
五
一
長
。
)

(
日
)
本
論
五
一
一
良
の
『
述
記
』
の
引
用
を
見
よ
(
注
(
幻
)
)
。

(
日
)
新
導
本
巻
七
、
-
一

O
一
良
、
会
本
第
四
、
一
一
長
。
党
文
は
、

三
吉
川
吉
川
凶
℃

2
・
5
h
Z
5
-
て
お
百
三
弁
巳
℃
O
V
R丘
三
}
内
包
℃
て
お
け
ぬ
¥
百
円
高
片
山
門
戸

2MPE
工作ロ
mwCNZ吋
凶
器
ぺ
〈

E
U
〈
C

コ
mw℃
C
S
E
E
-
Sヨ
¥
¥
(
叫
吋

p
m
W
C目

σ出
、
印
・
円
、

biw
℃・

ω伊
九
九
・
∞

f
p
)

(
日
)
新
導
本
巻
七
、
}
一

0
1
A
一
一
長
、
会
本
第
四
、
二

i
五一良。

(
日
)
「
述
記
』
は
、
前
者
に
安
慧
と
護
法
の
解
釈
を
あ
げ
(
大
医
四
三
、
四
八
七
、
上
、
会
本
第
四
、
一
一
一
良
)
、
後
者
に
対
し
て
難
陀
等
と
す
る
(
大
正
四
一
二
、
四
八
七
、
中
、
会
本
第
四
、
四

頁)。

(
げ
)
大
正
四
三
、
四
八
七
、
上
、
会
本
第
四
、
一
一
一
員
。

(
出
)
向
前
、
会
木
第
四
、
三

A

良。

(
山
口
)
大
正
四
一
ニ
、
四
八
七
、
中
、
間
前
。

(
却
)
大
正
四
一
ニ
、
二
三
七
、

k
、
会
本
第
一
、

(
れ
)
大
正
四
三
、
二
四
二
、
上
、
会
本
第
一
、

(
泣
)
大
正
四
三
、
二
三
八
、
下
、
会
本
第
一
、

(
お
)
大
正
四
三
、
六
一
八
、
中
、
会
本
第
一
、

〈
川
口
)
吋
旬
、
?
℃
目

5
・
口
戸

j
N

一
O
四一氏。

一
五
一

i
一
五
二
一
良
。

二
三
一
良
。

一
一
回
一
良
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

六
七



『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

」

¥
1
¥

一rノ
，
/
，

(お

)
E
N九
七
日
?
と
・

M
l
h
H

(お
)
d
o
E
「コ
ω
ヨ
℃
ぬ
「
師
。
ω
℃何回『
t
m
N
E
d
σ
h吾

』

(

)

守

E
E
Y
σ
ヨ・
5
P
0
.
(
T
・
2
0
・
印
印
、
ご
・
印
三
人
口
・
2
0
・品。、
1
0

・
ω
九

J

与・)

(
幻
)
勝
又
俊
教
も
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
『
唯
識
三
十
頒
釈
』
を
め
く
っ
て
、
率
直
に
い
え
ば
、
安
慧
は
む
し
ろ
第
二
説
(
内
識
が
転
じ
て
外
境
に
似
る
)
と
同
じ
趣
意
の
考
え
方
を
も
っ
て

い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
前
掲
書
二
一

0
1
二一

一
一員。

(
お
〉
新
導
本
巻
二
、
二
九
一良
。
会
本
第
二
、
一
一

O
{
)
一
一
二
頁
。
『
集
量
論
』
の
侮
(
第
一
章
第
一

O
偶
)
の
党
文
は
、
服
部
正
明
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

三
〔
広

σ
g
gヨ
円
)
Sヨ
ミ
ωヨ

Z
門

匂

3
5
宣
告
Z
Z
Z
日)にコ
ωプ
¥
問
「
寄
与
安

ω
g
gヨ
〈
豆
一
円
「
ミ
ωヨ

E
Z
Y
R
5己
ハ
オ
E
ヨ
¥
¥
(
去
・
ヱ
三
円
。
コ
・

2
3
R
P
0
3
3
2
s
b
g唱

の
ω
ヨ
σユ
(
百
戸
玄

ωω
Z
5
5
2
F
3
0∞
噌
コ
戸
l
O
寸
ゆ
【
)
呂
、
戸
)

服
部
は
、
「
た
だ
『
成
唯
識
論
』
に
は
、
識
に
お
け
る
「
対
象
の
形
象
」
(
相
分
)
と
そ
れ
を
と
ら
え
る
「
識
そ
れ
自
体
の
形
象
」
(
見
分
)
の
ほ
か
に
、
知
識
作
用
の
結
果
と
し
て
の
自
己

認
識
(
自
証
分
)
を
み
と
め
る
説
、
い
わ
ゆ
る
識
の
「
三
分
説
」
が
『
知
識
論
集
成
』
の
論
述
に
基
づ
い
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ヴ
ァ
ス
パ
ン
ド
ゥ
直
一
系
の
唯
識
思
想
家
た
ち
の
間
で
、
自

己
認
識
は
デ
ィ
グ
ナ
i
ガ
に
特
有
の
学
説
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
講
座
仏
教
思
想
第
二
巻
認
識
論
論
理
学
』
、
理
想
社
、
一
九
七
四
年
、
一
三
八
真
。

(
m
U
)

大
正
四
三
、
三
一
七
、
ド
、
会
本
第
二
、
一
一
一
真
。

(
初
)
大
正
問
三
、
二
凶
二
、
上
、
会
木
第
一
、
一
四
一

一良。

(
訂
)
大
正
四
一
二
、
五
四
四
、
土
、
会
本
第
四
、

一
一
九
一
{
)
二
九
二
真
。

(
泣
)
『
集
量
論
』
第
一
章
第
五
備
、
第
六
偏
、
第
七
偲

(ωσ)
に
、
五
感
の
対
象
、
意
の
対
象
、
会
等
(
内
的
現
象
の
)
自
証
(
「
芯
包
毘
〈
忠
ω
ヨ
三
三
)
、
ヨ
!
ガ
行
者
の
直
観
、
と
と
も
に
、

た
と
え
概
念
的
認
識
で
も
そ
の
内
的
自
覚
(
自
証
)
は
現
量
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
服
部
前
掲
書
の
該
当
侶
及
び
そ
の
注
を
参
照
の
こ
と
。
第
七
偶

a
に
、
正
巳
℃
吉
川
目
立

ω
〈
mv

g
E〈
Ebw〈
3
5
.
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
当
然
、
識
の
向
証
分
の
認
識
は
、
現
量
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
『
成
唯
識
論
』
は
、
各
分
の
所
縁
に
関
し
て
、
「
初
唯
所
縁
、
後
三
通
二
。
謂
第
二
分
、
但
縁
第
一
、
或
量
非
量
、
或
現
或
比
。
第
三
能
縁
、
第
二
第
四
。
証
自
証
ハ
ベ
唯
縁
第
三
。
非
第

一
一
者
、
以
無
用
故
。
第
三
第
四
、
皆
現
量
摂
」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
白
証
分
は
見
分
(
と
証
自
証
分
)
を
現
量
で
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
新
導
本
巻
二
、
三

O
一
良
。
会
本
第
二
、
一

一一
回
1
一
二
五一真。

(
剖
)
新
導
本
巻
八
、
二
七
貞
。
会
本
第
四
、

p

一七
二
頁。

古川コ
ω
て
ぬ
門
戸
山
〈
芹
巳
℃
m
w
D
m
凶
て
山
〔
一
言
丘
〈
N
E
E
-
f
m
戸
一
日
)
回
、
町
二
ぬ
¥
℃
川
口
・
芹
己
主
g
m
凶
〈
以

g己
ω
〈山
σ
プ似〈
0
2
-
S
〈
E
V占百¥¥(吋句、?日)・

ωρ
ミ・∞
j
C
)

(
お
)
新
導
木
巻
八
、
二
八
頁
、
会
木
第
四
、
二
七
三
頁

i
二
七
五
一
良
。

(
お
)
大
一
止
四
三
、
五
四

O
、
上
、
会
本
第
四
、
二
七
三
真
。

(
幻
)
新
導
木
巻
八
、
二
八
一
良
、
会
木
第
四
、
二
七
五
真
。

(
お
)
新
導
本
巻
八
、
三

O
一
員
、
会
木
第
四
、
二
九
一
一
良
。

(
却
)
大
正
四
三
、
五
回

O
、
一
卜
、
会
木
第
四
、
二
七
六
一
長
。

(
刊
)
大
正
四
一
二
、
五
四

O
、
下
、
会
本
第
四
、
二
七
五
一
良
。

(
引
)
大
正
四
三
、
-
一
回
一
、
中
、
会
木
第
一
、
二
二
八
一
良
。
世
親
の
『
縁
起
論
』
の
無
明
に
関
す
る
所
説
に
つ
い
て
、
松
田
和
一
信
「
『
成
唯
識
論
述
記
』
の
伝
え
る
出
親
『
縁
起
論
』
に
つ
い



て
」
は
可
能
な
限
り
分
析
し
て
お
り
極
め
て
有
益
で
あ
る
。
な
お
結
論
的
に
は
、
て
『
縁
起
論
』
自
身
の
所
説
も
、
本
来
の
意
味
は
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
安
慧
説
の

典
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
余
地
を
含
ん
で
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
確
実
な
こ
と
は
何
も
言
え
な
い
が
、
『
述
記
』
が
伝
え
る
世
続
の
「
縁
起
論
』
の
末
後
の
決
択
と
は
、

『
述
記
』
が
全
く
何
の
線
拠
も
な
い
文
献
を
デ
ッ
チ
上
げ
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
に
存
在
す
る
『
縁
起
論
』
の
最
終
章
の
無
明
の
決
択
に
何
ら
か
の
形
で
基
い
て
い
る
こ
と
は
認

め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
印
仏
研
』
第
三
五
巻
第
一
号
、
一
九
八
六
年
一
一
一
月
。

(
位
)
円
測
は
、
真
諦
三
蔵
の
説
と
し
て
、

①
第
八
頼
耶
uu
依
他
性
、
七
転
識
日
分
別
性

②
眼
等
八
識
日
依
他
性
、
所
変
相
分
H

分
別
性

③
八
識
相
分
見
分
日
依
他
性
、
妄
所
執
境
日
分
別
性
を
あ
げ
て
い
る
。
(
出
続
厳
第
三
四
問
、
二
一
七
日
丁
右
上
。
)

真
一
訴
に
お
い
て
は
、
見
分
H

依
他
起
性
、
相
分
日
遍
計
所
執
性
の
説
も
あ
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
、
安
慧
以
前
の
説
な
の
で
あ
る
。

(
必
)
『
摂
大
乗
論
』
第
二
章
(
所
知
相
分
)
、
第
-
一
節
及
び
第
一
六
節
参
照
。
(
節
は
長
尾
雅
人
『
摂
大
乗
論
和
訳
と
注
解
』
、
講
談
社
、
上
、
一
九
八
二
年
、
下
、
一
九
八
七
年
に
拠
る
)

(
叫
)
間
前
、
第
二
ハ
節
、
第
一
九
節
、
第
二
回
節
等
参
照
。

(
ぬ
)
拙
稿
「
弥
軌
論
室
田
の
三
投
説
1
1
1
識
の
相
分
等
と
の
関
連
に
お
い
て

l
i」
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
(
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
)
第
一
五
号
、
平
成
二
年
三
月
参
照
。

(
必
)
以
下
は
、
新
導
本
巻
八
、
二
八

i
二
九
一
良
、
会
本
第
四
、
二
七
七
一
員
以
下
。
大
正
田
三
、
五
回
一
、
上
以
下
。

(
灯
)
前
注
(
必
)
、
(
付
)
第
一
六
節
参
照
。

(
刊
)
江
島
恵
教
校
訂
本
(
山
喜
一
関
仏
書
林
、
一
九
八
九
年
)
一
二
五
頁
、
一
ニ

i
一
四
行
参
照
。

(
州

ω叩

)

凡

h円∞~出史凶ご『廿守Hデ
.
ぬ
昆
仏
.
ぴ

5可
Z.

叶口m

『
摂
大
乗
弘
論
-
訓
州
出
』
で
も
、
意
識
に
こ
そ
分
別
が
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
第
一
一
節
等
参
照
。

(
切
)
新
導
本
巻
五
、
三
六
真
、
会
本
第
三
、
一
一
回
九

1
二
五
一
頁
。

(
日
)
前
注
新
導
本
参
照
。

(
臼
)
新
導
本
巻
六
、
一
九
真
、
会
本
第
一
一
一
、
三
六
七

i
三
六
八
真
。
五
識
に
悪
見
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
『
述
記
』
は
、
「
五
識
但
三
、
以
無
分
別
故
。
:
:
:
見
推
求
門
起
故
、
非
五
識
故
、

五
識
無
此
等
行
相
故
」
と
あ
る
。
大
正
問
三
、
四
五
一
、
中
。

〈
臼
)
新
導
本
巻
六
、
一
九
一
良
、
会
本
第
三
、
三
六
七
頁
。

(
出
)
「
摂
大
乗
論
』
第
一
章
(
所
知
依
分
)
、
第
二
三
節
参
照
。

(
出
)
以
下
は
、
新
導
本
巻
八
、
二
九
一
良
、
会
本
第
四
、
二
八

O
頁。

(
部
〕
以
下
は
、
新
導
本
巻
八
、
三

O
i二
二
頁
、
会
本
第
四
、
二
九
三

i
二
九
九
頁
。

(
日
)
萩
原
雲
来
『
党
文
菩
薩
地
経
』
四
五
真
、
二
二
行
(
)
四
六
頁
、
七
行
、

~
w
h
w
b
-
a
・
5
z
-
P
5・℃・
ω
「
九
九

h
F
1
5
大
正
三

O
、
四
八
八
、
中
等
を
参
照
。

(
臼
)
大
正
三
一
、
五
五
八
、
下
。
『
中
観
心
論
』
第
五
章
第
六
回
閣
に
引
用
さ
れ
る
。

(
印
)
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
、
『
唯
識
三
十
蝋
釈
』
に
お
い
て
、
第
一
一
矧
(
て

σ)
に
対
し
、

h

一cEEω
げ
お
ち
三
門
戸
〈

P
Z忠
25-と
い
い
(
叫
吋
〉
-
m

〕・

5
・
ト
円
。
)
、
『
成
唯
識
論
』
も
、
「
論
日
、

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

六
九



『
成
唯
識
論
』
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
に
つ
い
て

七。

世
間
と
聖
教
と
に
我
・
法
有
り
と
説
け
る
は
仰
い
だ
仮
に
由
っ
て
立
て
た
り
」
と
い
う
(
新
導
本
巻
一
、

一
一
真
、
会
本
第
一
、

(
印
)
大
正
四
三
、
六
七
回
、
下
、
会
木
第
一
、
一
一
六
頁
。

(
引
)
ぺ
穴
ど
守
山
ヨ
m
y
n
o
コ
2
・0〈
2
・2
M「

c
z
g
2コ
5
σ
ω
ω
w
h
k
m
H
釦コ
n
H
2
5
r
u
g
-〈
D
(
ピコ
ω
o
ご
ymwJ1cmuch日

E
Rプ
C
O
T
--
8
5
0
ヨ
巳
mwコ山一
ω
-
h出
ω・〈O一
-E
・
20・
f
-
C
O
印

"
℃
s
N
J
~

川

的
信
定
「
法
を
知
る
人
は
存
在
す
る
か
i
l
l
寸山口

E
S
5
m
y・
岳
山
に
お
け
る
仏
教
・
ミ
l
マ
l
ン
サ
!
学
派
の
論
争
」
『
平
川
彰
博
士
濯
暦
記
念
論
集
仏
教
に
お
け
る
法
の
研
究
』
、
春
秋

社
、
一
九
七
五
年
、
二
七
九

1
八一一
一
員
参
照
。

(
川
町
)
新
導
本
巻
九
、
一
三

1
一
四
一
員
。
会
本
第
四
、
四
三
五

i
四
三
六
一
員
。

(
臼
)
新
導
本
巻
九
、
一
七

1
一
八
一
良
。
会
本
第
四
、
四
五
七

i
四
六

O
真。

(
倒
)
勝
又
俊
教
も
、
無
分
別
智
に
関
し
て
、
「
こ
の
第
三
説
が
護
法
の
説
と
せ
ら
れ
る
が
、
第
一
、
第
二
の
説
は
誰
の
説
か
明
瞭
で
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
前
掲
書
、
二
七
八
真
。

(
邸
)
大
正
問
三
、
六
七
回
、
中
、
会
本
第
一
、
一
一
五
一
良
。

(
侃
)
大
正
四
三
、
七
八
六
、
中
、
会
木
第
四
、
二
九
五
j
二
九
六
一
負
。

(
的
)
大
正
問
一
二
、
六
七
回
、
中
、
会
本
第
一
、
一
一
五
一
良
。

(
印
)
大
正
四
三
、
六
七
四
、
中
、
会
本
第
一
、
一
一
五
一
良
。
『
演
秘
』
も
同
じ
こ
と
を
い
う
。
「
除
仏
以
外
、
余
無
漏
心
、
相
伝
二
釈
。
一
云
有
執
。
有
二
分
故
。
一
云
無
執
、
無
漏
二
分
、
非

虚
妄
故
。
第
八
論
云
、
八
識
心
心
所
有
漏
所
段
、
皆
有
執
故
、
己
簡
無
漏
。
或
無
漏
心
皆
無
相
見
。
疏
中
且
依
第
一
義
、
説
二
分
既
執
。
諸
仏
使
無
。
:
:
:
」
大
正
四
三
、
八
一
九
、
上
、

会
本
第
一
、
一
一
凶
真
。

(
的
)
新
導
本
巻
八
、
二
八
一
良
、
会
本
第
四
、
二
七
五
真
。

(
河
)
大
正
四
三
、
七
八
六
、
中
、
会
本
第
四
、
一
一
九
六
頁
。
寓
賞
原
章
信
は
、
{
女
慧
の
因
位
の
無
漏
心
に
有
執
・
無
執
の
二
伝
あ
る
中
、
有
執
が
勝
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
『
説
法
宗
唯
識
考
』
法
政
館
、
一
九
五
五
年
、
二
七
一
良
、
三

O
二一良。

(
行
)
『
了
義
灯
』
に
拠
る
。
大
正
凹
三
、
六
七
四
、
下
、
会
本
第
一
、
一
一
六
一
良
。

て
二
頁
)
。

(
略
号
表
は
省
略
し
ま
す
。
)

(
本
稿
は
平
成
三
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
一
般
研
究
悶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
)
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Sthiramati's Tri-svabhava doctrine as Seen 

in Cheng・weishi lun. 

Makio T AKEMURA 

Works of Sthiramati， a Yogacara thinker， exist in Sanskrit， Chinese， and Ti betan. A 

portion of his thought is also conveyed in Cheng wei shi Lun. Until now， Sthiramati's 

thought has been primarily understood as it is presented in Cheng wei shi Lun， and 

accordingly， he has been regarded as a nirakarajnanavadin. An examination of other 

works of his in Sanskrit and Tibetan， however， does not necessarily support such an 

mterpretatlOn. 

While focussing mainly on the Tri-svabhava doctrine， this paper reexamines 

Sthirarτ1ati's thought as it is presented in Cheηgωei shi lun， and seeks to evaluate the 

consistency and truth of that position. 

Sthiramati's Tri-svabhava doctrine does not equate the objective part of vijnapti 

with parikalpita-svabhava， nor the subjective part of vijnapti with paratantra-sva-

bhava， Rather， the su bjective part and the objective part of vijnapti are together 

associated with palikalpita-svabhava， while the substantial part of vij白aptiis asso‘ 

ciated with paratantra-svabhava. This classification is applied even to the prsthalab-

dhajnana of Bodhisattvas， only Buddhas being excepted from it. It is on the basis of this 

dualistic division within parikalpita-svabhava that the.substantiality of self and things 

is provisionally established in language. These issues are examined in detail in this 

paper. 

This position， however， does not coincide well with many early texts of the 

Yogacara school， such as Yogacarabhumi or Mahayanasamgraha. Most probably， the 

position attributed to Sthiramati in Cheng wei shi lun is not the position of the real 

Sthiramati， as found in his works preserved in Sanskrit and Tibetan. The position 

presented in Cheng wei shi lun is actually quite peculiar from the perspective of the 

philosophical history of the Yogacara school， and seems to be lacking in logical 

conslstency 
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